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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マスタデバイス上で動作する方法であって、
　シリアルバスのシリアルクロックライン(SCLライン)上にクロック信号を供給するステ
ップであって、前記クロック信号が、前記シリアルバスのシリアルデータライン(SDAライ
ン)上のデータ送信を制御する、ステップと、
　スレーブデバイスが前記SDAライン上でデータを送信しているとき、前記SCLライン上の
遷移から受信クロックを生成するステップと、
　前記SCLライン上に供給される前記クロック信号のエッジと、前記クロック信号の前記
エッジに応答してスレーブデバイスによって前記SDAライン上に生成される少なくとも1つ
の遷移との間で測定される期間に基づいて、遅延を較正するステップと、
　前記受信クロックに前記遅延を加えることによってSDAクロックを供給するステップと
、
　前記SDAクロックを使用して前記SDAラインからデータを受信するステップと、
　を備え、
　少なくとも1つの時間期間の中で、前記SCLライン上に供給される前記クロック信号が、
前記SDAライン上のダブルデータレート送信を制御する、
　方法。
【請求項２】
　前記受信クロックを生成するステップが、
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　第1の動作モードにおいて、前記SDAライン上または前記SCLライン上のシグナリング状
態における遷移から第1の受信クロックを生成するステップと、
　第2の動作モードの間、前記SDAラインをマスクするステップと、
　第2の動作モードにおいて、前記SCLライン上のシグナリング状態における遷移から第2
の受信クロックを生成するステップと、
　を備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記SDAクロックが、前記第2の受信クロックから生成される、
　請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記受信クロックを生成するためにクロックおよびデータ復元回路を使用するステップ
　をさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記シリアルバス上の送信が、集積回路間(I2C)動作モードと互換性がある、
　請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　第1の時間期間の間、前記シリアルバスに結合されたI2CスレーブデバイスとI2Cプロト
コルに従って通信するステップをさらに備え、
　前記SCLライン上に供給される前記クロック信号が前記SDAライン上のダブルデータレー
ト送信を制御するとき、前記SCLライン上に供給される前記クロック信号が、第2の時間期
間の間、前記I2Cスレーブデバイスによって無視される、
　請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　第1の時間期間の間、I2Cスレーブデバイスと通信するステップと、
　第2の時間期間の間、I2Cスレーブデバイス以外のスレーブデバイスと通信するステップ
と、
　をさらに備え、
　前記第2の時間期間の間、ダブルデータレートクロック信号が前記SCLライン上で送信さ
れる、
　請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　シリアルデータリンクに結合されたとき、マスタデバイスとして機能するように構成さ
れた装置であって、
　シリアルバスのシリアルクロックライン(SCLライン)上にクロック信号を供給するため
の手段であって、前記クロック信号が、前記シリアルバスのシリアルデータライン(SDAラ
イン)上のデータ送信を制御する、手段と、
　スレーブデバイスが前記SDAライン上でデータを送信しているとき、前記SCLライン上の
遷移から受信クロックを生成するための手段と、
　前記SCLライン上に供給される前記クロック信号のエッジと、前記クロック信号の前記
エッジに応答してスレーブデバイスによって前記SDAライン上に生成される少なくとも1つ
の遷移との間で測定される期間に基づいて、遅延を較正するための手段と、
　前記受信クロックに前記遅延を加えることによってSDAクロックを供給するための手段
と、
　前記SDAクロックを使用して前記SDAラインからデータを受信するための手段と、
　を備え、
　少なくとも1つの時間期間の中で、前記SCLライン上に供給される前記クロック信号が、
前記SDAライン上のダブルデータレート送信を制御する、
　装置。
【請求項９】
　前記供給するための手段が、前記シリアルデータリンクのシリアルクロックライン(SCL
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ライン)上で第1のクロック信号を送信するように構成された送信回路であって、前記第1
のクロック信号が、前記シリアルデータリンクのシリアルデータライン(SDAライン)上の
データ送信を制御する、送信回路を備え、
　生成するための手段が、前記スレーブデバイスが前記SDAライン上でデータを送信して
いるとき、前記クロック信号の遷移から第2のクロックを生成するように構成されたクロ
ック生成回路を備え、
　較正するための手段が、
　　前記第1のクロック信号のエッジと、前記第1のクロック信号の前記エッジに応答して
前記スレーブデバイスによって前記SDAライン上に生成される前記少なくとも1つの遷移と
の間で測定される前記期間に基づいて、前記遅延を較正し、
　　前記第2のクロックに前記遅延を加えることによって第3のクロックを供給する、
　ように構成された較正論理を備え、
　受信回路が前記第3のクロックを使用して前記SDAラインからデータを受信するように構
成され、
　前記少なくとも1つの時間期間の中で、前記第1のクロック信号が、前記SDAライン上の
ダブルデータレート送信を制御する、
　請求項8に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第1のクロック信号が、クロックパルスの列を備え、
　クロックパルスの前記列の中の各パルスが、第1の動作モードにおいて、しきい値持続
時間を越える持続時間を伴うハイ状態を有し、
　クロックパルスの前記列の中の各パルスが、第2の動作モードにおいて、前記しきい値
持続時間よりも短い持続時間を伴うハイ状態を有し、
　前記第1の動作モードにおいて、前記スレーブデバイスが、前記シリアルデータリンク
を介してI2Cプロトコルに従って通信するように構成され、
　前記第2の動作モードにおいて、前記第1のクロック信号が、前記スレーブデバイスによ
って無視される、
　請求項9に記載の装置。
【請求項１１】
　前記しきい値持続時間が50ナノ秒である、
　請求項10に記載の装置。
【請求項１２】
　スレーブデバイス上で動作する方法であって、
　シリアルバスのシリアルクロックライン(SCLライン)からクロック信号を受信するステ
ップであって、前記クロック信号が、マスタデバイスによって生成され、前記シリアルバ
スのシリアルデータライン(SDAライン)上のデータ送信を制御する、ステップと、
　ピアなスレーブデバイスが前記SDAライン上でデータを送信しているとき、前記SCLライ
ン上の遷移から受信クロックを生成するステップと、
　前記SCLライン上に供給される前記クロック信号のエッジと、前記クロック信号の前記
エッジに応答してスレーブデバイスによって前記SDAライン上に生成される少なくとも1つ
の遷移との間で測定される期間に基づいて、遅延を較正するステップと、
　前記受信クロックに前記遅延を加えることによってSDAクロックを供給するステップと
、
　前記SDAクロックを使用して前記SDAラインからデータを受信するステップと、
　を備え、
　少なくとも1つの時間期間の中で、前記SCLライン上に供給される前記クロック信号が、
前記SDAライン上のダブルデータレート送信を制御する、
　方法。
【請求項１３】
　前記受信クロックを生成するステップが、
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　ダブルデータレートにおけるピアツーピア転送の間、前記SDAラインをマスクするステ
ップ
　を備える、請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
　前記受信クロックを生成するためにクロックおよびデータ復元回路を使用するステップ
　をさらに備える、請求項12に記載の方法。
【請求項１５】
　前記シリアルバス上の送信が、集積回路間(I2C)動作モードと互換性がある、
　請求項12に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、2015年2月6日に米国特許商
標庁に出願された米国非仮特許出願第14/616,572号の優先権および利益を主張する。
【０００２】
　本開示は、専用の割込みラインまたはピンの必要なしに、共有制御データバスを介した
インバンド割込み動作を可能にすることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　I2CバスまたはI2Cバスと呼ばれる場合もある集積回路間シリアルバスは、低速周辺装置
をプロセッサに接続する際に使用することを意図していたシリアルシングルエンドコンピ
ュータバスである。I2Cバスは、I2Cバス上で送信される様々なメッセージに対して、各デ
バイスがマスタおよびスレーブとして働くことができるマルチマスタバスである。I2Cバ
スは、シリアルデータライン(SDA)およびシリアルクロックライン(SCL)を含む2つの双方
向オープンドレインコネクタのみを使用して、データを送信することができる。それらの
コネクタは通常、プルアップ抵抗器によって終端される信号線を含む。
【０００４】
　I2Cバスの動作を管理するプロトコルは、メッセージの基本タイプを規定し、それらの
メッセージはそれぞれSTARTで開始し、STOPで終了する。I2Cバスは7ビットアドレス指定
を使用し、2つのタイプのノードを規定する。マスタノードは、クロックを生成し、スレ
ーブノードとの通信を開始するノードである。スレーブノードは、クロックを受信し、マ
スタによってアドレス指定されたときに応答するノードである。I2Cバスはマルチマスタ
バスであり、それは、任意の数のマスタノードが存在できることを意味する。さらに、マ
スタとスレーブの役割は、メッセージ間で(すなわち、STOPが送られた後)変更される場合
がある。
【０００５】
　カメラ実装のこの文脈では、センサーから画像を取り込み、そのような画像データをベ
ースバンドプロセッサの中のメモリに送信するために単方向送信が使用されてもよく、一
方、ベースバンドプロセッサと、センサーならびに他の周辺デバイスとの間で制御データ
が交換されてもよい。一例では、ベースバンドプロセッサとイメージセンサー(および/ま
たは1つもしくは複数のスレーブノード)との間のそのような制御データのために、カメラ
制御インターフェース(CCI)プロトコルが使用される場合がある。一例では、CCIプロトコ
ルは、イメージセンサーとベースバンドプロセッサとの間のI2Cシリアルバスを介して実
施されてもよい。I2Cバスを介したスループットを拡張するために、CCI拡張(CCIe)プロト
コルが規定された。
【０００６】
　CCIeプロトコル内では、スレーブノードがバスを使用することを望むことを、スレーブ
ノードがマスタノードに示すことを可能にするために、割込みが使用される。スレーブノ
ードがそのような割込みをマスタノードに送ることを可能にするための機構が必要である
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。従来のI2Cシステム、すなわちカメラ制御インターフェースベースのカメラシステムは
、スレーブデバイスごとに別個の割込み(IRQ)ラインを使用し、それらの割込みラインが
、多数のピンに起因してデバイスのコストを増大させる。スレーブノードごとに別個の割
込みピンという概念は、各スレーブデバイスが個々の専用割込みピンを有しなければなら
ないことを意味する。
【０００７】
　したがって、CCIe実装に関して、バスを共有するマスタノードおよびスレーブノードに
おける専用割込みピンの使用を排除することが望ましいことになる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下のものは、そのような態様の基本的な理解を与えるために、本開示の1つまたは複
数の態様の簡単な概要を提示する。本概要は、本開示の考えられるすべての特徴の広い概
説ではなく、本開示の全態様の鍵となる要素または不可欠な要素を特定することも、本開
示の任意またはすべての態様の範囲を正確に説明することも意図していない。その唯一の
目的は、後に示されるより詳細な説明の前置きとして、本開示の1つまたは複数の態様の
いくつかの概念を簡単な形で提示することである。
【０００９】
　様々な態様では、マスタデバイス上で動作する方法は、シリアルバスのSCLライン上に
クロック信号を供給することと、スレーブデバイスがSDAライン上でデータを送信してい
るとき、SCLライン上の遷移から受信クロックを生成することと、SCLライン上に供給され
るクロック信号のエッジと、クロック信号のエッジに応答してスレーブデバイスによって
SDAライン上に生成される少なくとも1つの遷移との間で測定される期間に基づいて、遅延
を較正することと、受信クロックに遅延を加えることによってSDAクロックを供給するこ
とと、SDAクロックを使用してSDAラインからデータを受信することとを含む。クロック信
号は、シリアルバスのSDAライン上のデータ送信を制御し得る。
【００１０】
　一態様では、受信クロックを生成することは、第1の動作モードにおいて、SDA上または
SCL上のシグナリング状態における遷移から第1の受信クロックを生成することと、第2の
動作モードの間、SDAをマスクすることと、第2の動作モードにおいて、SCL上のシグナリ
ング状態における遷移から第2の受信クロックを生成することとを含む。SDAクロックは、
第2の受信クロックから生成され得る。
【００１１】
　一態様では、受信クロックを生成するためにクロックおよびデータ復元回路が使用され
得る。
【００１２】
　一態様では、シリアルバス上の送信は、I2C動作モードと互換性がある。
【００１３】
　一態様では、SCLライン上に供給されるクロック信号は、SDAライン上のダブルデータレ
ート送信を制御する。SCLライン上に供給されるクロック信号がSDAライン上のダブルデー
タレート送信を制御するとき、SCLライン上に供給されるクロック信号は、シリアルバス
に結合された1つまたは複数のI2Cスレーブデバイスによって無視され得る。マスタデバイ
スは、第1の時間期間の間、I2Cスレーブデバイスと通信し得、第2の時間期間の間、I2Cス
レーブデバイス以外のスレーブデバイスと通信し得、ここで、第2の時間期間の間、ダブ
ルデータレートクロック信号がSCLライン上で送信される。
【００１４】
　様々な態様では、シリアルデータリンクに結合されたとき、マスタデバイスとして機能
するように構成された装置は、シリアルデータリンクのSCLライン上で第1のクロック信号
を送信するように構成された送信回路と、スレーブデバイスがSDAライン上でデータを送
信しているとき、クロック信号の遷移から第2のクロックを生成するように構成されたク
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ロック生成回路と、第1のクロック信号のエッジと、第1のクロック信号のエッジに応答し
てスレーブデバイスによってSDAライン上に生成される少なくとも1つの遷移との間で測定
される期間に基づいて、遅延を較正し、第2のクロックに遅延を加えることによって第3の
クロックを供給するように構成された較正論理と、第3のクロックを使用してSDAラインか
らデータを受信するように構成された受信回路とを含む。第1のクロック信号は、シリア
ルデータリンクのSDAライン上のデータ送信を制御するために使用され得る。
【００１５】
　様々な態様では、シリアルデータリンクに結合されたとき、マスタデバイスとして機能
するように構成された装置は、シリアルバスのSCLライン上にクロック信号を供給するた
めの手段と、スレーブデバイスがSDAライン上でデータを送信しているとき、SCLライン上
の遷移から受信クロックを生成するための手段と、SCLライン上に供給されるクロック信
号のエッジと、クロック信号のエッジに応答してスレーブデバイスによってSDAライン上
に生成される少なくとも1つの遷移との間で測定される期間に基づいて、遅延を較正する
ための手段と、受信クロックに遅延を加えることによってSDAクロックを供給するための
手段と、SDAクロックを使用してSDAラインからデータを受信するための手段とを含む。ク
ロック信号は、シリアルバスのSDAライン上のデータ送信を制御し得る。
【００１６】
　様々な態様では、プロセッサ可読記憶媒体は、命令および/またはデータを記憶または
保持する。記憶媒体は、一時的記憶媒体および/または非一時的記憶媒体を含み得る。命
令は、処理回路の1つまたは複数のプロセッサによって実行され得る。命令は、1つまたは
複数のプロセッサによって実行されるとき、処理回路に、シリアルバスのSCLライン上に
クロック信号を供給することと、スレーブデバイスがSDAライン上でデータを送信してい
るとき、SCLライン上の遷移から受信クロックを生成することと、SCLライン上に供給され
るクロック信号のエッジと、クロック信号のエッジに応答してスレーブデバイスによって
SDAライン上に生成される少なくとも1つの遷移との間で測定される期間に基づいて、遅延
を較正することと、受信クロックに遅延を加えることによってSDAクロックを供給するこ
とと、SDAクロックを使用してSDAラインからデータを受信することとをさせ得る。クロッ
ク信号は、シリアルバスのSDAライン上のデータ送信を制御し得る。
【００１７】
　様々な態様では、スレーブデバイス上で動作する方法は、シリアルバスのSCLライン上
でクロック信号を受信することと、ピアなスレーブデバイスがSDAライン上でデータを送
信しているとき、SCLライン上の遷移から受信クロックを生成することと、SCLライン上に
供給されるクロック信号のエッジと、クロック信号のエッジに応答してスレーブデバイス
によってSDAライン上に生成される少なくとも1つの遷移との間で測定される期間に基づい
て、遅延を較正することと、受信クロックに遅延を加えることによってSDAクロックを供
給することと、SDAクロックを使用してSDAラインからデータを受信することとを含む。ク
ロック信号は、シリアルバスのSDAライン上のデータ送信を制御するために、マスタデバ
イスによって生成され得る。クロック信号は、SDAライン上のダブルデータレート送信を
制御するように適合され得る。
【００１８】
　一態様では、受信クロックを生成することは、ダブルデータレートにおけるピアツーピ
ア転送の間、SDAラインをマスクすることを含む。
【００１９】
　一態様では、受信クロックを生成するためにクロックおよびデータ復元回路が使用され
得る。
【００２０】
　一態様では、シリアルバス上の送信は、I2C動作モードと互換性がある。
【００２１】
　様々な態様では、スレーブデバイスは、シリアルバスのSCLライン上でクロック信号を
受信するように構成された第1のレシーバと、ピアなスレーブデバイスがSDAライン上でデ
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ータを送信しているとき、SCLライン上の遷移から受信クロックを生成するように構成さ
れたクロック生成回路と、SCLライン上に供給されるクロック信号のエッジと、クロック
信号のエッジに応答してスレーブデバイスによってSDAライン上に生成される少なくとも1
つの遷移との間で測定される期間に基づいて、遅延を較正し、受信クロックに遅延を加え
ることによってSDAクロックを生成するように構成された較正論理および/または回路と、
SDAクロックを使用してSDAラインからデータを受信するように構成された第2のレシーバ
とを含み得る。クロック信号は、シリアルバスのSDAライン上のデータ送信を制御するた
めに、マスタデバイスによって生成され得る。クロック信号は、SDAライン上のダブルデ
ータレート送信を制御するように適合され得る。
【００２２】
　様々な態様では、装置は、シリアルバスのSCLライン上でクロック信号を受信するため
の手段と、ピアなスレーブデバイスがSDAライン上でデータを送信しているとき、SCLライ
ン上の遷移から受信クロックを生成するための手段と、SCLライン上に供給されるクロッ
ク信号のエッジと、クロック信号のエッジに応答してスレーブデバイスによってSDAライ
ン上に生成される少なくとも1つの遷移との間で測定される期間に基づいて、遅延を較正
するための手段と、受信クロックに遅延を加えることによってSDAクロックを供給するた
めの手段と、SDAクロックを使用してSDAラインからデータを受信するための手段とを含む
。クロック信号は、シリアルバスのSDAライン上のデータ送信を制御するために、マスタ
デバイスによって生成され得る。クロック信号は、SDAライン上のダブルデータレート送
信を制御するように適合され得る。
【００２３】
　様々な態様では、プロセッサ可読記憶媒体は、命令および/またはデータを記憶または
保持する。記憶媒体は、一時的記憶媒体および/または非一時的記憶媒体を含み得る。命
令は、処理回路の1つまたは複数のプロセッサによって実行され得る。命令は、1つまたは
複数のプロセッサによって実行されるとき、処理回路に、シリアルバスのSCLライン上で
クロック信号を受信することと、ピアなスレーブデバイスがSDAライン上でデータを送信
しているとき、SCLライン上の遷移から受信クロックを生成することと、SCLライン上に供
給されるクロック信号のエッジと、クロック信号のエッジに応答してスレーブデバイスに
よってSDAライン上に生成される少なくとも1つの遷移との間で測定される期間に基づいて
、遅延を較正することと、受信クロックに遅延を加えることによってSDAクロックを供給
することと、SDAクロックを使用してSDAラインからデータを受信することとをさせ得る。
クロック信号は、シリアルバスのSDAライン上のデータ送信を制御するために、マスタデ
バイスによって生成され得る。クロック信号は、SDAライン上のダブルデータレート送信
を制御するように適合され得る。
【００２４】
　様々な特徴、性質、および利点は、同様の参照符号が全体にわたって対応して識別する
図面と併せて読まれたとき、以下に記載する詳細な説明から明らかになる場合がある。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】複数の利用可能な規格のうちの1つに従って選択的に動作する集積回路デバイス
間のデータリンクを採用する装置を示す図である。
【図２】ベースバンドプロセッサおよびイメージセンサーを有し、画像データバスおよび
制御データバスを実装するデバイスを示すブロック図である。
【図３】本明細書で開示するいくつかの態様による、ICデバイス間のデータリンクを採用
する装置のための簡略化されたシステムアーキテクチャを示す図である。
【図４】本明細書で開示するいくつかの態様による、複数のスレーブデバイスおよび1つ
または複数のマスタデバイスによって、単線IRQバスをいかに共有することができるかを
示すブロック図である。
【図５】本明細書で開示するいくつかの態様による、異なるグループに割り当てることが
できるか、または関連付けることができる異なるIRQ信号の例を示す図である。
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【図６】本明細書で開示するいくつかの態様による、マスタデバイスによる、IRQ信号に
関する監視、およびIRQアサート中スレーブデバイスの識別を示す図である。
【図７】本明細書で開示するいくつかの態様による、共有単線IRQバス上のIRQの同時アサ
ーションを回避することができる第1の技法を示す図である。
【図８】本明細書で開示するいくつかの態様による、共有単線IRQバス上のIRQの同時アサ
ーションを処理することができる第2の技法を示す図である。
【図９】最短IRQ信号長に関連したタイミングを示す図である。
【図１０】本明細書で開示するいくつかの態様による、インバンド割込みのために構成さ
れ得る複数のスレーブデバイスを示すブロック図である。
【図１１】I2Cの1バイト書込みデータ動作を示すタイミング図である。
【図１２】CCIeプロトコルによるシリアルバス上のデータ送信の一例を示すタイミングチ
ャートである。
【図１３】衝突の潜在的な発生を示すタイミング図である。
【図１４】図13に示す衝突を回避するための技法を示すタイミング図である。
【図１５】インバンドIRQが使用されるときの付加的または誤ったクロックパルスの潜在
的な発生を示すタイミング図である。
【図１６】本明細書で開示するいくつかの態様による、付加的または誤ったクロックパル
スの抑制を示すタイミング図である。
【図１７】本明細書で開示するいくつかの態様による、I2CモードとCCIeモードの両方を
サポートしながらインバンドIRQ期間を実施することの1つの手法を示す図である。
【図１８】CCIeモードにある間にインバンドIRQが発行される一例を示す図である。
【図１９】トランスコードされたシンボル内にクロック信号を埋め込むために、トランス
ミッタにおいてデータビットをトランスコードされたシンボルにトランスコードするため
の方法の一例を示す図である。
【図２０】CCIe送信におけるビット19の符号化の一例を示す図である。
【図２１】ビット19が様々な数にわたり得る一例を示す図である。
【図２２】本明細書で開示するようなハートビートを定義するために使用され得るビット
19の数空間内の範囲を示す図である。
【図２３】本明細書で開示するいくつかの態様による、ハートビートクロックを示す図で
ある。
【図２４】本明細書で開示するいくつかの態様による、CCIeプロトコルに従って、かつCC
Ieデバイスがハートビートクロックを取得することを可能にする方法で送信され得る、制
御ワードの一例を示す図である。
【図２５】ハートビートクロックがCCIeバスのSDAラインを介して送信される一例を示す
図である。
【図２６】本明細書で開示するいくつかの態様による、3進遷移番号と連続シンボルとの
間で変換するための方式を示す図である。
【図２７】遷移番号をシンボル番号に変換するための技法の一例を示す図である。
【図２８】図27に示す符号化技法のいくつかの態様を示す図である。
【図２９】インバンドIRQ期間の間にSDAマスクがアサートされるときに起こり得るいくつ
かの条件を示す図である。
【図３０】SDAマスクを使用することの副作用を示す図である。
【図３１】インバンドIRQのためにハートビートクロックを使用することに関するいくつ
かの態様を示す図である。
【図３２】CCIeモード送信をマッピングするために、図31に示す3進数としてのビット19
を使用することの一例を示す図である。
【図３３】本明細書で開示するいくつかの態様による、CCIeモードで動作する、または動
作可能な制御データバス330上でインバンドIRQを実施するための技法を示す図である。
【図３４】本明細書で開示するいくつかの態様による、CCIeモードで動作する、または動
作可能な制御データバス330上でインバンドIRQを実施するための技法を示す図である。
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【図３５】SDAマスクが採用されるときに起こり得るエイリアシング条件を示す図である
。
【図３６】本明細書で開示するいくつかの態様による、インバンドIRQの間に供給される
ハートビートクロックに関するいくつかの態様を示す図である。
【図３７】マスタデバイスがアクティブモードまたは節電モードにあるとき、ハートビー
トがそれによって送信され得る方法を示す図である。
【図３８】本明細書で開示するいくつかの態様による、同期ワードとハートビートワード
の組合せを示す図である。
【図３９】本明細書で開示するいくつかの態様による、CCIeプロトコルのビット19内での
同期およびハートビートマッピングの一例を示す図である。
【図４０】本明細書で開示するいくつかの態様による、マスタデバイスによって制御デー
タバスを介してスレーブデバイスへ発行され得る「SID Scan All」コマンドの一例を示す
図である。
【図４１】本明細書で開示するいくつかの態様による、マスタデバイスから受信されたSI
D Scan Allコマンドへの、スレーブデバイスの応答のタイミングを示す図である。
【図４２】本明細書で開示するいくつかの態様による、CCIeプロトコルによって使用され
得る可能なSID scan応答ワードを示す図である。
【図４３】CCIeプロトコルの一例内での、また本明細書で開示するいくつかの態様による
、割込みグループ照会呼出しを示す図である。
【図４４】図43に示す割込みグループ照会呼出しのための終止ワードの一例を示す図であ
る。
【図４５】本明細書で開示するいくつかの態様による、グループ照会呼出しへの応答の一
例を示す図である。
【図４６】本明細書で開示するいくつかの態様による、DDRグローバルクロック読取りの
実装形態の一例を示す図である。
【図４７】本明細書で開示するいくつかの態様による、DDRグローバルクロック読取りワ
ードに関連したタイミングを示す図である。
【図４８】高スループットインターフェースにおけるタイミングを示す図である。
【図４９】SCLワイヤ上およびSDAワイヤ上の信号が書込み動作の間に位置合わせされるイ
ンターフェースを示すタイミング図である。
【図５０】SCLワイヤ上およびSDAワイヤ上の信号が読取り動作の間に位置合わせされない
インターフェースを示すタイミング図である。
【図５１】本明細書で開示するいくつかの態様による、高速シリアルインターフェースに
対して較正済み遅延を使用する効果を示す図である。
【図５２】本明細書で開示するいくつかの態様に従って適合され得るCDR回路を示す図で
ある。
【図５３】本明細書で開示するいくつかの態様に従って使用される、クロック信号の位置
合わせのために使用される較正済み遅延回路を示す図である。
【図５４】図53の較正済み遅延回路に関連するタイミングを示す図である。
【図５５】本明細書で開示するいくつかの態様による、スレーブデバイスが較正済み受信
クロックを使用し得るピアツーピアDDRデータ転送を示す図である。
【図５６】本明細書で開示するいくつかの態様に従って適合され得る処理回路を採用する
装置の一例を示すブロック図である。
【図５７】本明細書で開示するいくつかの態様による方法の第1の例のフローチャートで
ある。
【図５８】本明細書で開示するいくつかの態様による方法の第2の例のフローチャートで
ある。
【図５９】共有IRQバス上でIRQを処理するように適合された装置のためのハードウェア実
装形態の一例を示す図である。
【図６０】本明細書で開示するいくつかの態様による方法の第3の例のフローチャートで
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ある。
【図６１】本明細書で開示するいくつかの態様による方法の第4の例のフローチャートで
ある。
【図６２】受信クロック信号を較正するように適合された装置のためのハードウェア実装
形態の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下の説明では、実施形態の完全な理解をもたらすために、具体的な詳細が与えられる
。しかしながら、実施形態がこれらの具体的な詳細なしに実施されてもよいことが、当業
者によって理解されよう。たとえば、不要な詳細で実施形態を不明瞭にしないために、回
路がブロック図で示される場合がある。他の事例では、よく知られている回路、構造、お
よび技法は、実施形態を不明瞭にしないために、詳細に示されない場合がある。
【００２７】
　本明細書で開示するいくつかの実施形態は、共通I2Cバスを使用して従来のI2Cバス動作
と拡張型通信インターフェースの両方をサポートするシリアルバスを使用する、通信イン
ターフェースの性能を改善することができるシステム、方法および装置を提供する。一例
では、カメラ制御インターフェース(CCI)は、I2Cバスに基づいてよく、マスタと1つまた
は複数のスレーブとを接続するバスとして構成される、2ワイヤ、双方向、半二重のシリ
アルインターフェースを使用して配備され得る。CCI動作は、I2Cバス動作と互換性があっ
てよい。いくつかの態様によれば、I2CバスまたはCCIバスに接続される複数の周辺デバイ
スをサポートするために必要とされるIRQラインの数を最小化するシステム、装置および
方法が提供される。
【００２８】
概説
　本出願で使用する「構成要素」、「モジュール」、「システム」などの用語は、限定は
しないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフ
トウェア、または実行中のソフトウェアなどの、コンピュータ関連のエンティティを含む
ことを意図している。たとえば、構成要素は、限定はしないが、プロセッサ上で動作する
プロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、およ
び/またはコンピュータであってもよい。例として、コンピューティングデバイス上で動
作するアプリケーションとコンピューティングデバイスの両方が構成要素であってもよい
。1つまたは複数の構成要素は、プロセスおよび/または実行スレッド内に存在してもよく
、構成要素は、1つのコンピュータに局在化され、かつ/あるいは2つ以上のコンピュータ
間で分散されてもよい。加えて、これらの構成要素は、その上に記憶された様々なデータ
構造を有する様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる。構成要素は、ロー
カルシステム内の、分散システム内の、および/または、インターネットなどのネットワ
ークにわたる別の構成要素と対話する1つの構成要素からのデータなどの、1つまたは複数
のデータパケットを有する信号などに従うローカルプロセスおよび/またはリモートプロ
セスにより、信号を用いて他のシステムと通信する場合がある。
【００２９】
　その上、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、むしろ包括的な「ま
たは」を意味することを意図している。すなわち、別段に規定されていない限り、または
文脈から明白でない限り、「XはAまたはBを採用する」という句は、自然な包括的並べ替
えのいずれかを意味することを意図している。すなわち、「XはAまたはBを採用する」と
いう句は、以下の事例、すなわち、XはAを採用する、XはBを採用する、または、XはAとB
の両方を採用する、のうちのいずれによっても満たされる。加えて、本出願および添付の
特許請求の範囲で使用する冠詞「a」および「an」は、別段に規定されていない限り、ま
たは単数形を対象とすることが文脈から明らかでない限り、概して「1つまたは複数」を
意味するものと解釈すべきである。
【００３０】
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　本発明のいくつかの態様は、電話、モバイルコンピューティングデバイス、アプライア
ンス、自動車用電子機器、アビオニクスシステムなどの、装置の下位構成要素を含み得る
電子デバイス間に配備される通信リンクに適用可能であり得る。図1は、集積回路(IC)デ
バイス間で通信リンクを採用し得る装置を表す。一例では、装置100は、RFトランシーバ
を通じて、無線アクセスネットワーク(RAN)、コアアクセスネットワーク、インターネッ
ト、および/または別のネットワークと通信するワイヤレス通信デバイスを含み得る。装
置100は、処理回路102に動作可能に結合される通信トランシーバ106を含み得る。処理回
路102は、特定用途向けIC(ASIC)108などの1つまたは複数のICデバイスを有してよい。ASI
C108は、1つまたは複数の処理デバイス、論理回路などを含み得る。処理回路102は、処理
回路102によって実行され得る命令およびデータを保持し得るメモリ112などのプロセッサ
可読記憶装置を含み得、かつ/またはそれに結合され得る。処理回路102は、オペレーティ
ングシステム、および、ワイヤレスデバイスのメモリデバイス112などの記憶媒体の中に
存在するソフトウェアモジュールの実行をサポートし可能にするアプリケーションプログ
ラミングインターフェース(API)110レイヤのうちの1つまたは複数によって制御され得る
。メモリデバイス112は、読取り専用メモリ(ROM)もしくはランダムアクセスメモリ(RAM)
、電気的消去可能プログラマブルROM(EEPROM)、フラッシュカード、または処理システム
およびコンピューティングプラットフォームにおいて使用され得る任意のメモリデバイス
を含み得る。処理回路102は、装置100を構成し動作させるために使用される動作パラメー
タおよび他の情報を保持できるローカルデータベース114を含んでよく、またはそれにア
クセスしてもよい。ローカルデータベース114は、データベースモジュール、フラッシュ
メモリ、磁気媒体、EEPROM、光媒体、テープ、ソフトディスクまたはハードディスクなど
のうちの1つまたは複数を使用して実装され得る。処理回路はまた、構成要素の中でも、
アンテナ122、ディスプレイ124などの外部デバイス、ボタン128および/またはキーパッド
126などのオペレータ制御に、動作可能に結合され得る。
【００３１】
専用IRQラインを使用する割込み機構
　図2は、ベースバンドプロセッサ204およびイメージセンサー206を有するデバイス202の
簡略化された例を示すブロック図200である。画像データバス216およびマルチモード制御
データバス208は、デバイス202の中に実装され得る。図200は、単に例としてカメラデバ
イス202を示し、様々な他のデバイスおよび/または異なる機能が、制御データバス208を
使用して、実施、動作、および/または通信し得る。図示の例では、MIPIによって規定さ
れた「DPHY」、すなわち高速差動リンクなどの画像データバス216を介して、イメージセ
ンサー206からベースバンドプロセッサ204へ画像データが送られ得る。一例では、制御デ
ータバス208は、I2Cバスモードで動作するために構成可能である2本のワイヤを有し得る
。したがって、制御データバス208は、SCLワイヤおよびSDAワイヤを含み得る。SCLは、I2
Cプロトコルに従って、制御データバス208を介したデータ転送を同期させるために使用さ
れ得るクロック信号を搬送し得る。データラインSDAおよびクロックラインSCLは、制御デ
ータバス208上の複数のデバイス212、214、および218a～218cに結合され得る。この例で
は、制御データバス208を介して、ベースバンドプロセッサ204とイメージセンサー206と
の間、ならびに他の周辺デバイス218間で制御データが交換され得る。I2Cプロトコルによ
れば、SCLワイヤ上のクロック速度は、通常のI2C動作の場合最高100KHz、I2C高速モード
の場合最高400KHz、I2C高速モードプラス(Fm+)の場合最高1MHzであり得る。I2Cバスを介
したこれらの動作モードは、カメラの適用例のために使用されるとき、CCIモードと呼ば
れることがある。
【００３２】
　場合によっては、2つ以上のスレーブデバイス214または218aが、対応するIRQライン220
または222上で既定の論理レベルをアサートすることによって、ベースバンドプロセッサ2
04のアテンションを要求し得る。
【００３３】
IRQラインを低減するための共通IRQバスの使用を示す第1の例
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　図3は、CCIeバス330などの通信バスを採用し得る装置300のいくつかの態様を示すブロ
ック概略図である。装置300は、ワイヤレスモバイルデバイス、携帯電話、モバイルコン
ピューティングシステム、ワイヤレス電話、ノートブックコンピュータ、タブレットコン
ピューティングデバイス、メディアプレーヤ、ゲーミングデバイスなどのうちの1つまた
は複数において実施され得る。装置300は、CCIeバス330を使用して通信する複数のCCIeデ
バイス302、320、および/または322a～322nを含み得る。CCIeバス330は、CCIeバス330に
よってサポートされる強化された機能のために構成されているデバイス用に、従来のCCI
バスの能力を拡張することができる。たとえば、CCIeバス330は、CCIバス330よりも高い
ビットレートをサポートし得る。本明細書で開示するいくつかの態様によれば、CCIeバス
330のいくつかのバージョンは、16.7Mbps以上のビットレートをサポートするように構成
または適合されてよく、CCIeバスのいくつかのバージョンは、少なくとも23メガビット毎
秒のデータレートをサポートするように構成または適合されてよい。
【００３４】
　図3に示す例では、イメージングデバイス302は、CCIeバス330上でスレーブデバイスと
して動作するように構成される。イメージングデバイス302は、たとえば、イメージセン
サーを管理するセンサー制御機能304を提供するように適合されてよい。さらに、イメー
ジングデバイス302は、構成レジスタ306および/または他の記憶デバイス324、処理回路お
よび/または制御ロジック312、トランシーバ310、ならびにラインドライバ/レシーバ314a
および314bを含み得る。処理回路および/または制御ロジック312は、ステートマシン、シ
ーケンサ、信号プロセッサ、または汎用プロセッサなどのプロセッサを含み得る。トラン
シーバ310は、レシーバ310aと、トランスミッタ310cと、タイミング、論理、および記憶
回路および/またはデバイスを含むいくつかの共通回路310bとを含み得る。場合によって
は、トランシーバ310は、エンコーダおよびデコーダ、クロックおよびデータ復元回路な
どを含むことがある。
【００３５】
　送信クロック(TXCLK)信号328がトランスミッタ310cに供給されてよく、その場合、TXCL
K信号328は、CCIe通信モード用のデータ送信レートを決定するために使用され得る。SDA
ワイヤ318とSCLワイヤ316の両方が送信データを符号化するために使用されるとき、TXCLK
信号328は、CCIeバス330上で送信されるシンボルのシーケンス内に埋め込まれてよい。一
例では、TXCLK信号328は、遷移クロックのトランスコーディングを使用して埋め込まれて
よく、それにおいて、CCIeバス330上で送信される連続するシンボルの各ペア間で少なく
とも1つのワイヤ316および/または318の状態の変化が起きるように、物理リンク330を介
して送信されるべきデータがトランスコードされる。
【００３６】
　CCIeデバイス302、320および/または322a～322nは、CCIeバス330の2つのワイヤ316、31
8を使用して通信し得る。たとえば、2ワイヤCCIeバス330は、I2CまたはCCI動作モードに
よってサポートされるデータレートよりも著しく速いデータレートをもたらすことができ
る、CCIe双方向半二重通信モードをサポートし得る。CCIeデバイス302、320、および/ま
たは322a～322nは、制御データバス330としてのSCLワイヤ316とSDAワイヤ318の両方の上
でデータを送信し得、2ワイヤ制御データバス330上で送信されるシンボルのシーケンスの
中にクロック情報が埋め込まれる。いくつかのCCIeデバイス320は、バスマスタとして構
成されてよく、いくつかのデバイス302、および/または322a～322nは、スレーブデバイス
として構成されてよい。CCIeデバイス302、320、および/または322a～322nは、制御デー
タバス330に結合されるI2Cデバイスおよび/またはCCIデバイスと互換性があるか、または
共存することができ、その結果、I2Cデバイスが制御データバス330を監視しているときで
あっても、CCIeデバイス302、320、および/または322a～322nは、CCIeプロトコルおよび
シグナリング仕様を使用して、1つまたは複数の他のCCIeデバイス302、320、および/また
は322a～322nと通信し得る。本明細書で開示する一例は、CCIeデバイスとI2C/CCIデバイ
スの両方が同じバス上に配備されるとき、バスに結合された複数のスレーブ302、および/
または322a～322nを単一のマスタデバイス320を用いて処理することができるインターフ
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ェースを提供する。後者の例では、2つ以上のCCIeデバイス302、320、および/または322a
～322nは、CCIeプロトコルを使用して通信し得、I2CデバイスまたはCCIデバイスとのいか
なる通信トランザクションも、I2Cバスプロトコルに従って処理される。
【００３７】
　本明細書で説明するいくつかの態様によれば、CCIeデバイス302、320、および/または3
22a～322nは、共有割込み要求(IRQ)バス326に結合され得る。一態様によれば、共有IRQバ
ス326は、スレーブデバイス302、および/または322a～322nに、ならびにマスタデバイス3
20に結合される単線であってよい。この共有IRQバス326は、アイドルのとき抵抗器332な
どを使用してプルアップ(たとえば、ハイにプル)されてよい。共有IRQバス326は、スレー
ブデバイス302、322a～322nが割込み信号をアサートするときローにプルされてよい。す
なわち、各スレーブデバイス302、322a～322nは、IRQ信号をマスタデバイス320へ送るこ
とによって、制御データバス330上で送信するためのアクセスを独立して要求し得る。
【００３８】
　いくつかの例では、単線IRQバス326は、マスタデバイス320または任意の他のデバイス3
02、322a～322nによって管理されない非同期バスであってよい。したがって、スレーブデ
バイス302、322a～322nは、いつでも一方的にIRQ信号をアサートすることができる。
【００３９】
　別の例では、単線IRQバス326は、スレーブデバイスからマスタデバイスへの単方向信号
送信に専用であってよい。すなわち、単線IRQバスは、IRQ信号だけのために使用されてよ
く、他のタイプの信号のために使用され得ない。
【００４０】
　一例では、制御データバス330はCCIe互換バスであってよい。
【００４１】
　別の例では、制御データバス330は、スレーブデバイス302、322a～322nとマスタデバイ
ス320との間の双方向バスであってよい。
【００４２】
IRQラインを低減するための共通IRQバスの使用を示す第2の例
　図4は、1つまたは複数のスレーブデバイス410、412、414、416、418が、共通の、また
は共有された単線IRQバス422上で既定の論理レベルをアサートすることによって、バスマ
スタ404のアテンションを要求し得る一例を示すブロック図400である。単線IRQバス420は
、I2C、CCIおよび/またはCCIeデバイスを含んでよい複数のスレーブデバイス410、412、4
14、416、418によって共有され得る。図示の例では、スレーブデバイス410、412、414、4
16、418の各々は、CCIe通信モードをサポートするように適合されてよく、バスマスタデ
バイス404は、I2C、CCIおよびCCIe動作モードでのバスマスタの働きをするように適合さ
れてよい。
【００４３】
　一態様によれば、共有単線IRQバス422が、スレーブデバイス410、412、414、416、418
およびマスタデバイス404に結合される。スレーブデバイス410、412、414、416、418がい
ずれも割込み要求をアサートしていないときのIRQバス422のシグナリング状態を規定する
ために、プルアップ抵抗器420がIRQバス422のワイヤに結合されてよい。一例では、スレ
ーブデバイス410、412、414、416、418は、マスタデバイス404に割り込むために、または
マスタデバイス404の割込みを要求するために、IRQバス422をローに駆動し得る。すなわ
ち、各スレーブデバイス410、412、414、416、および418は、マスタデバイス404からのア
テンションを要求するために、IRQ信号を駆動することによって割込み要求を独立してア
サートしてよい。
【００４４】
　割込み要求をアサートした1つまたは複数のスレーブデバイス410、412、414、416、お
よび/または418の識別情報の表示を提供するように各スレーブデバイス410、412、414、4
16、418を構成することによって、共通の共有単線IRQバス422は、複数のスレーブデバイ
ス410、412、414、416、418によって共有され得る。場合によっては、スレーブデバイス4
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10、412、414、416、418のうちの2つ以上が、マスタデバイス404のアテンションを求めて
競合する場合があり、これらの競合しているスレーブデバイス410、412、414、416、およ
び/または418の識別情報の表示は、マスタデバイス404のアテンションを求めるどの要求
が許可されるべきであるのかを決定するために使用され得る。一例では、各スレーブデバ
イス410、412、414、416、418は、IRQバス422を駆動するデバイス410、412、414、416、4
18の識別情報に対応する長さを有する時間期間にわたってIRQバス422を駆動することによ
って、割込み要求をアサートするように構成されてよい。
【００４５】
　場合によっては、IRQバス422を駆動するために使用されるパルスの長さが、マスタデバ
イス404からのアテンションを求めて競合しているスレーブデバイス410、412、414、416
、418を含む、スレーブデバイス410、412、414、416、418のグループ406、408を識別し得
る。一例では、第1の複数のスレーブデバイス410、412が第1のグループ406の中にあって
よく、第2の複数のスレーブデバイス414、416が第2のグループ408の中にあってよく、そ
のようなグループ化は、たとえば、事前構成されてよく、または起動時にマスタデバイス
404によって(たとえば、列挙(enumeration)によって)動的に規定されてもよい。そのよう
なグループ化によって、マスタデバイス404は、許容できない遅延を伴うことなく、どの
スレーブデバイスがIRQバス422上でIRQ信号をトリガしたかを、より迅速に特定できるよ
うになる。各スレーブデバイス410、412、414、416、または418は、スレーブデバイス410
、412、414、416、または418が属するグループ406、408に対して規定された、および/ま
たは割り当てられた幅を有するパルスを生成するように構成され得る。たとえば、第1の
グループ406の中のスレーブデバイス410および412は、第2のグループ408の中のスレーブ
デバイス414および416によって生成されるパルスの持続時間と異なる持続時間を有するパ
ルスを、共有単線IRQバス422上に生成するように構成され得る。各グループ406および408
は、少なくとも1つのスレーブデバイスを含む。
【００４６】
　IRQバス422のアサーションの持続時間が、要求しているスレーブデバイス410、412、41
4、416、または418がマスタデバイス404のアテンションを許可されるかどうかを決定し得
る。一例では、優先順位付け方式が、優先順位が高いスレーブデバイス410、412、414、4
16、418に長いパルス幅を割り当て、優先順位が低いスレーブデバイス410、412、414、41
6、418に短いパルス幅を割り当ててよい。動作時に、第1のスレーブデバイス410、412、4
14、416、または418が、IRQバス422上にパルスを供給することによって割込み要求をアサ
ートし得る。第2の、優先順位が高いスレーブデバイス410、412、414、416、または418は
、第1のスレーブデバイス410、412、414、416、または418によって供給されるパルスの幅
よりも長い幅を有するパルスをIRQバス422上に供給することによって、割込み要求をアサ
ートし得る。IRQバス422がアサートされたとき、マスタデバイス404は、IRQバス422のア
サーションの持続時間を使用して、アサートしているスレーブデバイス410、412、414、4
16を含む最も優先順位が高いグループ406もしくは408、および/またはIRQバス422をアサ
ートしている最も優先順位が高いスレーブデバイス410、412、414、416、もしくは418を
識別し得る。マスタデバイスは、次いで、制御データバス402上のシグナリングを使用し
て、IRQバス422上で観測されたパルス幅が割り当てられている1つまたは複数のスレーブ
デバイス410、412、414、416、418上のIRQステータスレジスタをスキャンし得る。
【００４７】
　場合によっては、第1のスレーブデバイス410、412、414、416、または418によって供給
されるパルスの終了後にIRQバス422が能動的に駆動され続け、少なくとも第2の、より優
先順位が高いスレーブデバイス410、412、414、416、または418も、より長いパルス幅を
用いてIRQバス422を駆動することによってマスタデバイス404のアテンションを要求して
いることを示すとき、第1のスレーブデバイス410、412、414、416、または418は、第2の
スレーブデバイス410、412、414、416、または418に譲る場合がある。そのような状況で
は、第1のスレーブデバイス410、412、414、416、または418は、制御データバス402を求
めて競合する次の機会が生じるまで、アイドルモードまたは休止モードに戻ってよい。
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【００４８】
　場合によっては、単線IRQバス422は、スレーブデバイス410、412、414、416、418およ
び1つまたは複数のマスタデバイス404によって共有されてよい。この例では、スレーブデ
バイス410、412、414、416、418は、論理的にグループ化され得る。たとえば、第1のグル
ープ406は、第1の複数のスレーブデバイス410および412を含んでよく、第2のグループ408
は、第2の複数のスレーブデバイス414および416を含んでよい。そのようなグループ化は
、たとえば、事前構成されてよく、動的に規定されてよく、および/または初期化におい
てマスタデバイス404によって列挙によって規定されてもよい。グループ406、408を使用
することによって、マスタデバイス404は、IRQバス422を駆動することによって割込み要
求をアサートする1つまたは複数のスレーブデバイス410、412、414、416、および/または
418を、より迅速に特定できるようになることがある。
【００４９】
　場合によっては、単線IRQバスは、マスタデバイス404または別のデバイスの管理を伴わ
ず、非同期に動作し得る。非同期動作では、スレーブデバイス410、412、414、416、また
は418は、いつでも一方的にIRQバス422を駆動してよい。場合によっては、スレーブデバ
イス410、412、414、416、418は、割込み要求をアサートする前に、IRQバス422がアイド
ルである(すなわち、別のデバイスによって駆動されていない)ことを確認してもよい。
【００５０】
　場合によっては、単線IRQバス422は、スレーブデバイス410、412、414、416、418から
マスタデバイス404への単方向信号送信に専用であってよい。すなわち、IRQバス422は、
割込み要求シグナリングのために予約されてよく、他のタイプの信号はIRQバス422上でサ
ポートされない。
【００５１】
　スレーブデバイス410、412、414、416のグループ406、408は、別個のIRQ信号を使用す
るように構成されてよい。一例では、第1のグループ406は、第1の期間を有する第1の信号
を使用してよく、第2のグループ408は、第2の期間を有する第2の信号を使用してよく、以
下同様である。場合によっては、別のスレーブデバイスとグループ化されないスレーブデ
バイス418は、1つのデバイスとしてのグループとして扱われてよく、第3の期間を有する
第3の信号を使用するように割り当てられてよい。IRQ信号の期間は、アサートしているス
レーブデバイス410、412、414、416、または418によってIRQバス420が駆動される(たとえ
ば、ローにプルされる)時間の長さとして規定され得る。他の形態の信号区別が使用され
てよい。たとえば、スレーブデバイス410、412、414、416の異なるグループ406、408、お
よび/またはグループに割り当てられないかまたはグループの唯一のメンバーとして別の
方法で扱われるスレーブデバイス418に、異なるIRQ信号電圧レベルが割り当てられてよい
。
【００５２】
　場合によっては、各グループ406、408が少なくとも1つのスレーブデバイス410、412、4
14、416、418を含み得るように、スレーブデバイス410、412、414、416、418の論理グル
ープを規定してよい。グループ406、408は、複数のスレーブデバイス410、412、414、416
、418を含んでよい。各グループ406、408に割り当てられるスレーブデバイス410、412、4
14、416、418の数は、グループ406、408の中の潜在的なアサートしている各スレーブデバ
イス410、412、414、416、418に照会し、それらを特定するための期間のような要因に基
づいて決定され得る。たとえば、IRQバス422に結合されるすべてのスレーブデバイス410
、412、414、416、418がマスタデバイス404によって照会されるとき、容認できないほど
長い遅延が結果として生じる場合がある。
【００５３】
　アサートしているスレーブデバイス410、412、414、416、418を特定するための時間は
、スレーブデバイス410、412、414、416、418がIRQをアサートしたグループ406、408を特
定し、次いで、特定されたグループ406または408の中の各メンバースレーブデバイス410
、412、414、416、418に照会するために、別個のIRQ信号を使用することを通して著しく
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低減され得る。マスタデバイス404は、IRQバス422のアサーションの発生を検出し得、マ
スタデバイス404は、アサーションの持続時間を決定し得る。IRQアサーションの決定され
た持続時間に基づいて、マスタデバイス404は、マスタデバイス404によって観測された長
さの持続時間に対応するグループ406または408を特定し得る。マスタデバイス404は、次
いで、どのスレーブデバイスがIRQ信号をトリガまたはアサートしたのかを特定するため
に、グループ406、408の中のスレーブデバイス410、412、414、416、418に照会し得る。
一例では、マスタデバイス404は、IRQアサーションが第1のグループ406から生じたと決定
し得る。マスタデバイス404は、制御データバス402を介して、第1のスレーブデバイス410
または412に要求またはコマンドを送信し得る。マスタデバイス404は、たとえば、レジス
タステータス要求を送信してよい。それに応答して、第1のスレーブデバイス410または41
2は、ステータス情報をマスタデバイス404へ送信してよい。第1のスレーブデバイス410ま
たは412がIRQ要求の発生源でないことをステータス情報が示す場合、マスタデバイス404
は、制御データバス402を介して、第1のグループ406の中の第2のスレーブデバイス412ま
たは410へレジスタステータス要求を送信してよい。このプロセスは、IRQ信号をアサート
したスレーブデバイス410、412が特定されるまで、第1のグループ406の中のすべてのスレ
ーブデバイス410、412に対して繰り返されてよい。
【００５４】
　図5は、異なるグループ406、408、514によってそれぞれ使用されるIRQ信号502、504、5
06のタイミングの例を示すタイミング図500である。異なるIRQ信号タイミングが、異なる
各グループ406、408、514に割り当てられてよく、もしくはそれらに関連付けられてよく
、および/または各グループ406、408、もしくは514のメンバースレーブデバイス410、412
、414、416、418のIRQ信号タイミングは、対応するグループ406、408、514に割り当てら
れた、もしくはそれらに関連付けられたIRQ信号タイミングに基づいてよく、もしくはそ
うしたIRQ信号タイミングから導出されてよい。各グループ406、408、514は、メンバース
レーブデバイス410、412、414、416、418のうちの1つ、または複数のメンバーデバイス41
0、412、414、416、418を含んでよい。第1のグループ406は、第1のパルス幅508を有するI
RQ信号502を使用してよく、第2のグループ408は、第2のパルス幅510を有するIRQ信号504
を使用してよく、第nのグループ506は、第3のパルス幅512を有する第3のIRQ信号506を使
用するように構成されてよい。
【００５５】
　図6は、バスマスタデバイス404の観点からの共有IRQバス422の動作を示す。その例は、
I2C、CCIおよび/またはCCIeプロトコルに従って動作する制御データバス402上の動作のタ
イミング612に適用され得る。バスマスタデバイス404は、IRQバス422上の信号のタイミン
グ602を監視して、割込み要求がアサートされたかどうかを決定し得る。バスマスタデバ
イス404は、IRQバス422上のパルス608、610の持続時間604、606に基づいて、割込み要求
をアサートしているスレーブデバイスを特定し得る。
【００５６】
　その例では、スレーブデバイスのグループ406、408は、既定の時間期間604、606にわた
ってIRQバス422を駆動するように構成され得る。したがって、バスマスタデバイス404は
、パルス608および610を求めてIRQバス422を監視し得、任意の検出されたパルス608、610
の持続時間604、606を測定または計時し得る。一例では、バスマスタデバイス404は、パ
ルス608、610の開始において遷移620、622を検出すると開始されるタイマーまたはカウン
タを含み得る。パルス608、610の終了後のタイマー値またはカウンタ値は、次いで、各グ
ループ406、408に関連付けられた既定の持続時間と比較され得る。
【００５７】
　その例では、データ制御バス402は、第1のパルス608が受信される前に、第1の時間期間
614の間にアイドルであってよい。共有単線IRQバス422上で第1のIRQ信号がアサートされ
ると、バスマスタデバイス404は、IRQバスがローにプルされたことを検出し、パルスの期
間、幅、または持続時間604を決定する。たとえば、第1のパルス608の持続時間604がデバ
イスの第1のグループ406のメンバーからの割込み要求と一致することを、第1のパルス608
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の終了時にバスマスタデバイス404は決定し得る。バスマスタデバイス404は、第1のデバ
イスグループ406のメンバーのスキャン616を開始して、それらのIRQステータスを決定す
るとともに第1のグループ406の1つまたは複数のどのメンバーがIRQ要求608をアサートし
たかを特定し得る。一例では、バスマスタデバイス404は、各要求の受信者にIRQステータ
スを用いて応答させるコマンドおよび/または要求を、制御データバス402上で第1のグル
ープ406の各メンバーへ送信し得る。バスマスタデバイス404は、第1のグループ406の特定
された割り込んでいるメンバーと、データ、制御または他の情報を交換し得る。
【００５８】
　第2の割込み要求パルス610は、第1の割込み要求パルス608の後のある時点において受信
され得る。第2の割込み要求パルス610は、スレーブデバイスの第2のグループ408に対応す
る持続時間606を有してよい。第2の割込み要求パルス610を受信すると、バスマスタデバ
イス404は、パルス幅、期間、または持続時間606を検出、決定または計算し得る。バスマ
スタデバイス404は、次いで、デバイスの第2のグループ409のメンバーのスキャン618を開
始して、それらのIRQステータスを決定するとともに、第2のパルス610に対応するIRQ要求
を第2のグループ408の1つまたは複数のどのメンバーがアサートしたのかを特定し得る。
【００５９】
　図7は、本明細書で開示するいくつかの態様による、同時の、重なり合う、および/また
は対立する割込み要求の発生を回避するための方法を示すタイミング図である。場合によ
っては、割込み要求の対立または競合につながることがある重なり合うIRQパルスの発生
を回避することが望ましい場合がある。対立する割込み要求は、割込み要求をアサートす
る前に、IRQバス422を監視するようにスレーブデバイスを構成することによって回避され
得る。別のデバイスが共有単線IRQバス422上で割込み要求708をすでにアサートしていた
場合、割込み要求712は遅らせてよい(714)。
【００６０】
　図示の例では、第1のパルス704は、デバイスの第1のグループ406の中からのスレーブデ
バイスによって、IRQバス422上でアサートされる。第2のスレーブデバイスが、第1のパル
ス708の持続時間704の間に割込み要求をアサートすることを望む場合がある。一態様によ
れば、第2のスレーブデバイスは、IRQバス422上の割込み要求のアサーションを遅延させ
てよい。時間718において、第2のスレーブデバイスは、割込み要求を開始することを決定
する場合がある。IRQバス422をチェックすると、第2のスレーブデバイスは、パルス708が
別のスレーブデバイスによってIRQバス422上でアサートされていると決定し得る。したが
って、第2のデバイスは、IRQバス422がアイドル状態に戻ることができるようにするホー
ルドオフまたは遅延期間712を始動してよい。ホールドオフ期間712は、既定の持続時間、
最小バックオフ期間および/もしくはランダム遅延を含む持続時間、またはIRQバス422が
アイドル状態に戻った後の既定の時間を終了する期間を有してよい。第2のスレーブデバ
イスは、その間はIRQバス422が空きであるかまたはアイドルである最小の時間期間710に
わたって、割込み要求をアサートすることを妨げられる場合がある。IRQバス空き時間期
間710は、IRQバス422上の第1のパルス708が終了し、たとえば、IRQバス422が論理ハイ状
態に戻る時点720から測定されてよい。最小バス空き時間710が満了した後、次の割込み要
求716がアサートされてよい。最小バス空き時間710が満了すると、第2のスレーブデバイ
スは、IRQバス422上にパルス716を供給することによって、割込み要求をアサートし得る
。その例では、第2のスレーブデバイスはスレーブデバイスの第2のグループ408のメンバ
ーであり、第2のパルス716の持続時間706は第1のパルス708の持続時間704とは異なる場合
がある。
【００６１】
　図8は、I2C、CCI、および/またはCCIeインターフェースによって同時のIRQ信号がサポ
ートされるときに採用され得る、単線IRQバスの動作モードの一例を示すタイミング図800
である。同時のIRQ信号は、個々のスレーブデバイス間、および/または共有単一IRQバス4
22を使用する異なるグループ406、408の中のスレーブデバイス間に、競合および/または
対立をもたらす場合がある。IRQバス422上の信号のタイミングが第1のタイミング図802に
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示され、第1のグループ406および第2のグループ408の中のスレーブデバイスによる寄与が
、第2のタイミング図812および第3のタイミング図822にそれぞれ示される。第1のIRQパル
ス814が、第2のグループ408の中の第2のスレーブデバイスによってアサートされた第2のI
RQパルス824と同じ時点で、またはそれと同時に、第1のグループ406の中の第1のスレーブ
デバイスによってアサートされる。第2のIRQパルス824は、第1のパルスの持続時間806よ
りも長い持続時間804を有してよい。第1のパルス814の終了後、IRQバス422上に第2のパル
ス824の一部分808が存在するので、第1のスレーブデバイスは、より優先順位が高いデバ
イスが割込み要求をアサートしたと認識し得る。第1のスレーブデバイスは、第1のパルス
814の終了後、IRQバス422を監視することによって、IRQバス422のこの状態808を事実上の
衝突、競合または対立として認識し得る。第1のデバイスは、次いで、第2のスレーブデバ
イスがより高い優先順位を有すると決定し得、第2のパルス824の終了後に開始するIRQバ
ス空き期間818の後まで、更新された要求を遅らせてよい。バスマスタデバイス404は、第
2のパルス824の持続時間を検出し得、割込み要求の発生源を特定およびサービスするため
にデバイスの第2のグループ408をアドレス指定し得る。バスマスタデバイス404は、第1の
パルス814に気づかない場合がある。
【００６２】
　第1のスレーブデバイスは、IRQバス空き期間818の満了後にIRQバス422上に第3のパルス
826を供給することによって、割込み要求を再発行してよい。
【００６３】
　図9は、IRQパルスに関するタイミング許容差を示すタイミング図900であり、ここで、
許容差は最小のIRQパルス幅を決定し得る。場合によっては、I2C、CCI、および/またはCC
Ieインターフェース上のシグナリングを管理するプロトコルが、I2C、CCI、および/また
はCCIeマスタデバイス404によって検出できるようにするためのロー持続時間(tLOW)906に
関する最小値を規定し得るが、本説明では、ロー持続時間は指定された最小値を条件とし
ない場合があることを前提としてよい。タイミング図900は、単一パルス902を示す。
【００６４】
　例示的なタイミング図900では、「ハイ」シグナリング状態を検出するための最小しき
い値電圧は、スイッチング回路供給電圧(「VDD」)レベルの70%にあり、「ロー」シグナリ
ング状態を検出するための最大しきい値電圧は、VDDレベルの30%である。レシーバ入力レ
ベルに応じて、レシーバは、VDDレベルの30%から70%の間に存在するIRQバス422の電圧レ
ベルに関する、ハイシグナリング状態またはローシグナリング状態のいずれかを決定し得
る。最大降下-上昇時間(TFRmax)904が規定されてよい。TFRmax904の持続時間は、割込み
要求をアサートするためにスレーブデバイスに割り当てられるロー期間(TLOW)910の持続
時間を決定し得る。TLOW910の値は、マスタデバイス404がスレーブデバイスの異なるグル
ープからのIRQ信号間を区別できるように選択され得る。マスタデバイス404の観点から、
TFRmax<TLOW
の場合、ロー状態がIRQバス422上で観測され得る。
【００６５】
　スレーブデバイスグループ406、408を区別するために、異なる単位のTLOWがグループ40
6、408のためのIRQパルス幅として割り当てられてよい。一例では、第1のグループ406は
、TLOWとしてのIRQパルス幅が割り当てられてよく、第2のグループ408は、2×TLOWとして
のIRQパルス幅が割り当てられてよい。この例では、バスマスタデバイス404によって観測
されるロー期間は、次のように計算され得る。
第1のグループ406: TLOW-TFR<tLOW<TLOW+TFR
第2のグループ408: 2TLOW-TFR<tLOW<2TLOW+TFR。
第1のスレーブデバイスがIRQ信号ローをアサートした後、第2のスレーブデバイスは、持
続時間に関して少なくともTFRmaxでなければならないtLOWminまでTFRmaxを延ばす時間期
間の間、IRQ信号ローを検出し得ないことに留意されたい。そのため、TLOW>3TFR maxおよ
びtLOW min>2TFRmaxである。したがって、tLOW906に関する最小値は、次のように計算さ
れ得る。



(19) JP 6612885 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

2TLOW-TFR>TLOW+TFR
→2TFRmax<TLOW
→3TFRmax<TLOW
⇔2TFRmax<tLOWmin。
【００６６】
　図3～図9に示すサイドバンドIRQ方法は、各スレーブデバイスおよびマスタデバイスに
対して余分のピンの使用を必要とする。スレーブデバイスは特に、利用可能なサイズ/空
間が限られていることが多く、サイドバンド割込みの使用をなくすことが望ましいはずで
ある。
【００６７】
共有バスを介したインバンド割込み機構
　図10は、インバンド割込みに有利なように割込みバスが除去されたシステム1000を示す
ブロック図である。システム1000は、共有制御データバス1002に結合されるマスタデバイ
ス1004および複数のスレーブデバイス10061～1006Nを含み得る。一例では、制御データバ
ス1002は、2つのワイヤ、すなわち、クロックライン(SCL)およびシリアルデータライン(S
DA)を備えるI2Cバスであってよい。クロックラインSCLは、すべてのデータ転送をI2Cバス
1002を介して同期させるために使用され得る。データラインSDAおよびクロックラインSCL
は、すべてのデバイス1004および10061～1006NにI2Cバス1002上で結合される。この例で
は、割込みは、データ制御バス1002を介してインバンドで送られる。場合によっては、デ
ータ制御バス1002は、I2CデバイスとCCIeデバイスの両方を同時にサポートし得る。
【００６８】
　図11は、シリアルバス330(図3参照)がI2Cプロトコルに従って動作させられるとき、1バ
イト書込みデータ動作の一例を示すタイミング図1100である。各I2C送信1120は、シリア
ルバス330上でアサートされる開始条件1106とともに開始し、停止条件1116がシリアルバ
ス330上でアサートされたとき終了する。開始条件1106は、SCL信号ワイヤがハイ状態に保
持される間にSDA信号ワイヤ318がローに遷移するとアサートされる。停止条件1116は、SC
L信号ワイヤがハイ状態に保持される間にSDA信号ワイヤ318がハイに遷移するとアサート
される。I2Cプロトコルによれば、SDA信号ワイヤ318上の遷移は、開始条件1106および停
止条件1116の場合を除き、SCL信号ワイヤ316がローであるときに発生する。
【００６９】
　典型的なI2C動作では、I2Cマスタノードは、マスタノードがI2Cバス上のどのスレーブ
ノードにアクセスすることを望むのかを示すためのSDAライン318上での7ビットのスレー
ブID1102と、動作が読取り動作であるのかそれとも書込み動作であるのかを示す後続の読
取り/書込みビット1112とを送り、それにおいて、読取り/書込みビット1112は、書込み動
作を示すために論理0にあり、読取り動作を示すために論理1にある。IDが7ビットのスレ
ーブID1102と一致するスレーブノードのみが、書込み(または、任意の他の)動作に応答す
ることを許可される。I2Cスレーブノードがそれ自体のID1102を検出するために、マスタ
ノードは、SCLライン316上の8個のクロックパルスとともに、SDAライン318上に少なくと
も8ビットを送信する。レガシーI2CスレーブノードがCCIe動作に反応することを防止する
ために、この挙動が活用されてCCIe動作モードでデータを送信し得る。
【００７０】
　図12は、CCIeプロトコルに従って、および、2つ以上の通信しているデバイス202、220
、222a～222nがCCIeプロトコルに従って通信するように構成または適合されるとき、動作
させられるシリアルバス330上のデータ送信を示すタイミング図1200である。CCIe送信で
は、データビットは、SDAライン318およびSCLライン316を介した送信のために12シンボル
にトランスコードされ得、送信モードは、「CCIeモード」と呼ばれることがある。CCIeモ
ードは、プッシュプルドライバによって駆動されるソースに同期する。制御データバス33
0を介してデータを送信するデバイスはまた、データの中に埋め込まれたクロック情報を
送信する。したがって、制御データバス上で1つのデバイスだけが、任意のある時間にお
いてバスを駆動することが許可される。



(20) JP 6612885 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

【００７１】
　いくつかのCCIe動作モードでは、データは、CCIeバスの信号ワイヤ316、318上で連続的
に送信される2ビットのシンボルのセットに符号化される。シンボル1202、1204のシーケ
ンスは、連続送信区間1206、1208の中で送信され得る。シンボル1202、1204の各シーケン
スは、開始条件1216、1218、1220によって先行される。開始条件1216、1218、1220は、SC
L信号ワイヤがハイ状態に保持される間にSDA信号ワイヤ318がローに遷移するとアサート
される。CCIeプロトコルによれば、SDA信号ワイヤ318上の遷移は、シンボル1202、1204の
シーケンスが送信されているとき、遷移がSCL信号ワイヤ316上で発生するのと同時に発生
し得る。いくつかのCCIeモードでは、開始条件1216、1218、1220は、2つのシンボル区間
を占有し得る。
【００７２】
　図示の例では、シンボル1202、1204の各シーケンスは、12シンボルを含み、16ビットの
データと3ビットのオーバーヘッドとを含み得る20ビットのデータ要素を符号化する。12
シンボル1202、1204のシーケンスの中の各シンボルは、シンボル期間(tsym)1210ごとにSD
A信号ワイヤ318およびSCL信号ワイヤ316のシグナリング状態を規定する。一例では、信号
ワイヤ316、318を駆動するために使用されるプッシュプルドライバ214a、214bは、20MHz
のシンボルクロックを使用して、50nsの持続時間のシンボル期間1210をサポートし得る。
{3,1}として示され得る2シンボルのシーケンスが、シンボル1202および1204の連続するシ
ーケンス間の期間1214において送信される。得られた14シンボルの送信(12シンボルのペ
イロードおよび開始条件1216、1218、1220)の場合、第1の送信1206の開始と第2の送信120
8の開始との間の最小経過時間1212は、
tword=14×tsym=700ns
として計算され得る。
したがって、各12シンボルワード1206、1208において16個のデータビットが送信されるの
で、20ビットが700nsごとに送信されてよく、約22.86Mbpsの有用なビットレートを伴う約
28.6Mbpsの未加工のビットレートをもたらす。
【００７３】
　マスタデバイスはバスへのアクセスを制御し、制御データバス330を介して送信するこ
とを望むいかなるデバイスも、制御データバス330へのアクセスの許可をマスタデバイス
に要求する必要がある。そのような要求は、割込み要求を発行することによって行われ得
る。いくつかの態様によれば、CCIeデバイスは、既定のタイミングに従って起きるインバ
ンド割込み機構を通じて割込み要求を発行し得る。そのようなインバンド割込み機構の使
用は、バスの競合および/または衝突を防止することができる。図13は、衝突1304の発生
を示すタイミング図1300を含む。マスタデバイスが制御データバス330を駆動(1302)して
いる間に、スレーブデバイスが制御データバス330のSDAライン318またはSCLライン316の
いずれかを駆動することを割込み機構が防止するとき、衝突1304は回避され得る。
【００７４】
　図14は、図13の衝突にとっての可能性を回避するための解決法を示すタイミング図1400
である。この手法では、プロトコルは、インバンドIRQがいつ発行されてよいかを規定す
る。一例では、スレーブがSDAライン318を駆動することを許可される規定された時間期間
1420の間に、マスタデバイスはSCLライン316上でクロックを駆動し得る。動作において、
マスタデバイスは、SDAライン318をハイに駆動し得、SDAライン318上で1402、1404を送信
した後、ハイ状態を維持するためのプルアップを有効化し得る。SDAライン318は、ある時
点1414において解放され得、その後、スレーブは、SDAライン318上で1406、1408を送信し
得る。スレーブは、次いで、SDAライン318をハイに駆動し得(1416)、SDAライン318を時点
1418において解放し得る。マスタデバイスは、次いで、SDAライン318上での1410の送信を
開始し得る。
【００７５】
　図15のタイミング図1500に示すように、スレーブデバイスによってSDAライン318上で送
られるインバンドIRQは、誤ったクロック1510が検出されることを引き起こす場合がある
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。CCIeモードでは、シンボル遷移が、レシーバクロック(RXCLX)1504を生成するために使
用される。すべての受信デバイスは、クロックタイミングを制御データバス330の状態遷
移から復元する。状態遷移は、SDAライン318および/またはSCLライン316のシグナリング
状態変化に対応し、状態遷移は、SDAライン318とSCLライン316との間でタイミング整合さ
れる。CCIeクロックデータ復元(CDR)回路は、SDAライン318とSCLライン316との間のいく
らかのスキューを許容し得るが、CDRの許容差よりも大きいスキューは、CCIeワード境界
における同期ロスをもたらす余分なレシーバクロックパルス1510をCDRに生成させる場合
がある。
【００７６】
　図16は、RXCLK1504上での余分なパルス1510の生成および潜在的な同期ロスを回避し得
る1つの解決法を示すタイミング図1600である。SDAマスキング(SDAMASK)信号1608は、ク
ロックデータ復元回路入力において、マスタデバイスおよびスレーブデバイスを含む各デ
バイスによってインバンドIRQのために使用される信号をゲートまたはマスクする。たと
えば、各CDR回路は、インバンドIRQ送信の間、(インバンドIRQのためにどちらのラインが
使用されていても)SDAライン318またはSCLライン316をマスクする。たとえば、スレーブ
デバイスがSDAライン318を特定のインバンドIRQプロトコルを用いて駆動することをマス
タデバイスが許可する場合、制御データバス330上のすべてのデバイスは、誤った/余分な
RXCLKパルスが検出されることを防止するために、その期間の間それらのSDAライン318の
入力をマスクする必要がある。一例では、各デバイスは、インバンドIRQ期間の間、CDR回
路へのそれの値を1(または、ハイ)として保持するために、SDAライン318をゲートする。
【００７７】
　図17は、I2CモードとCCIeモードの両方をサポートしながらインバンドIRQ期間を実施す
ることの1つの手法を示す図1700である。この手法では、CCIeモードは終了され、次いで
、I2Cモードにある間にインバンドIRQが発行される。インバンドIRQが発行された後、制
御データバスはCCIeモードに戻る。しかしながら、インバンドIRQの発行のためだけにI2C
モードに切り替えなければならないことは、大きすぎるオーバーヘッド(ハードウェアと
時間の両方)を生み出す。
【００７８】
　図18は、CCIeモードにある間にインバンドIRQ(IBI)が発行される一例を示す図1800であ
る。理想的には、インバンドIRQが可能な限り最小限のプロトコルオーバーヘッドを伴い
、可能な限り頻繁に発行され得るように、プロトコルは1つまたは2つのCCIeワードと同じ
くらい小型に維持され得る。たとえば、周期的なIRQウィンドウが規定され得る。
【００７９】
　考慮事項の中でも、スレーブデバイスによる「枯渇」を防ぐために、バスシステムが低
電力モードにあるときであってもインバンドIRQ期間は利用可能であってよい。このこと
に対する1つの解決法は、スレーブデバイスの同期を可能にするためにバスを介してマス
タデバイスによって周期的に送信されるCCIe「ハートビート」ワード内でインバンドIRQ
を規定することであり得る。マスタデバイスは、電力節約のために十分遅く、しかし、ス
レーブに渇望させないほど十分速いレートで、この「ハートビート」CCIeワードを送信し
てよい。この「ハートビート」CCIeワードは、それらがIRQを発行してよいというスレー
ブデバイスに対するインジケータの働きをし得る。
【００８０】
　図19は、トランスコードされたシンボル内にクロック信号を埋め込むために、トランス
ミッタにおいてデータビットをトランスコードされたシンボルにトランスコードするため
の方法の一例を示すブロック図である。トランスミッタ1900において、入力データビット
1904は複数桁の3進(基底3)の数に変換され、ここで、各桁は「遷移番号」と呼ばれること
がある。3進数は、次いで、物理リンク1902のクロックラインSCL1912およびデータライン
SDA1914上で送信される(連続)シンボルのセットに変換される。一例では、バイナリデー
タの元の20ビットは、ビット/遷移番号変換器ブロック1908に入力されて12桁の3進数に変
換される。12桁の3進数の各桁は、「遷移番号」を表す。2つの引き続く遷移番号は、同じ
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値を有してもよい。各遷移番号は、遷移/シンボルブロック1910において、2つの引き続く
連続シンボルが同じ値を有しないような連続シンボルに変換される。シンボル値(および
、ワイヤ1912、1914のシグナリング状態)の遷移が連続シンボルのすべてのペアにおける
シンボル間で保証されるので、連続シンボル遷移は、クロック信号を埋め込むように働き
得る。各連続シンボル1916は、次いで、SCLライン1912およびSDAライン1914を有するI2C
バスを含んでもよい2ワイヤ物理リンク1902を介して送られる。
【００８１】
　図20は、ビット19(すなわち、ビット0である最初のビットにおいてビットのカウントを
開始するときの第20のビット)の符号化の一例を示す図2000である。言い換えれば、コン
ピュータ科学において一般的であるように、ビットごとのカウントは0において開始し、
ビット19は第20のビットである。ここで、ビット0～18は、0000_0000_00003～2221_2201_
20013としての3進数の範囲内で表される。2221_2201_20023～2222_2222_22223としての範
囲の中の3進数は、データ送信のためには使用され得ない。したがって、3進数の範囲2221
_2201_20023～2222_222_22223は、ビット19(すなわち、第20のビット)を表すために使用
されてよい。言い換えれば、2221_2201_20023という3進数は、1000_0000_0000_0000_0000
という2進数(0x80000という16進数)であり、2222_2222_22223という3進数(0x81BF0)は取
り得る最大の12桁の3進数である。図21および図22は、第20のビット(ビット19)の利用、
およびハートビートが送信され得る第20のビット(ビット19)の数空間の一例を示す。
【００８２】
　図21は、ビット19が数2221_2201_20023～2222_2222_22223にわたり得るとともに、数の
範囲が図21の左側2102の細区分へと細分割され得る一例を示す表2100である。CCIeは、マ
ルチマスタ制御データバスアーキテクチャであり、制御データバスの制御は、あるマスタ
デバイスから別のマスタデバイスに移されてよい。したがって、「マスタバス要求」コマ
ンド(サブレンジ2222_1121_02103～2222_2112_11213内で)、ならびに「マスタハンドオー
バ」が(サブレンジ2222_2220_00023～2222_2221_12103内で)利用可能である。
【００８３】
　図22は、本明細書で開示するようなハートビートを定義するために使用され得るビット
19の数空間内の範囲を示す表2200である。
【００８４】
　図23は、ハートビートパルス2302a、2302b、2302c、2302dを有するハートビートクロッ
ク2300を示すタイミング図である。本明細書で開示するいくつかの態様に従って定義され
る制御ワード2202(図22参照)は、ハートビートクロック2300を供給するために使用され得
る。ハートビートクロック2300は、比較的短い持続時間2306を有し、比較的長い時間期間
2304だけ分離される、パルス2302a、2302b、2302c、2302dを供給し得る。一例では、パル
ス2302a、2302b、2302c、2302dは、1シンボルの持続時間(たとえば、50ns)として規定さ
れてよく、それらのパルスは、30マイクロ秒(30μs)だけ分離され、それによって、33.33
kHzの周波数を有するハートビートクロックを供給し得る。この例では、CCIeスレーブデ
バイスは、ハートビートワードから抽出された33.33kHzのクロックを、様々なスタンバイ
動作のために使用し得る。
【００８５】
　図24は、CCIeプロトコルに従って、かつCCIeスレーブデバイスが図23に示したハートビ
ートクロック2300を含むハートビートクロックを取得することを可能にする方法で送信さ
れ得る、制御ワード2416の一例2400を示す。一例では、制御ワード2416は、16進数0x81BE
Eとして表現され得、それは12桁の3進数2414として表現され得る遷移番号にマッピングさ
れるビットパターン2412を生成する。遷移番号が開始条件値を用いてカプセル化されて、
シンボルのストリーム2422の中に提供される12シンボルのシーケンス2428を生成するよう
に計算された14個の遷移番号2424のセットを生成し得る。タイミング図2420に示すように
、12シンボルのシーケンス2428の1つおきのシンボル2430は、「3」としての値を有し、SD
A信号ワイヤ318とSCL信号ワイヤ316の両方の上でハイ電圧レベルを生じる。本例では、SD
A信号ワイヤ318とSCL信号ワイヤ316の両方がハイ状態にあるとき、最小電流がSDA信号ワ
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イヤ318およびSCL信号ワイヤ316の中を流れ得る。「3」としてのシンボル値は、シリアル
バス330に関連した電力消費を最小限に抑え得る。12シンボルのシーケンス2422はまた、S
DA信号ワイヤ318またはSCL信号ワイヤ316のうちの他方がハイのままである間に、SDA信号
ワイヤ318またはSCL信号ワイヤ316のいずれかをローに駆動させる、値「1」または「2」
を有するシンボル2432、2434を含む。各12シンボル送信2428では、残りのシンボル2432が
「1」としての値を有する間に、1つのシンボル2434に「2」としての値が与えられてよい
。結果として、ハートビート制御ワード2416は、制御ワード2416が送信されるたびに、SD
A信号ワイヤ318上の6個のパルス、およびSCL信号ワイヤ316上の1つのパルスを生成する。
一例では、ハートビート制御ワード2416を反復的に送信することによって、1.43MHzのク
ロックがSCL信号ワイヤ316上に供給され得る。
【００８６】
インバンドIRQ技法の第1の例
　図25は、ハートビートクロックがSDAライン318およびSCLライン316を介して送信され得
る一例を示す。この例では、ハートビートクロックは、SDAライン318上で送信されるハー
トビートクロックの第1の部分2502を含み、ハートビートクロックの第2の部分2504はSCL
ライン316上で送信されてよく、それによって、SDAライン318上にインバンドIRQのための
より大きい空間2506が生まれる。
【００８７】
　そのプロトコルによれば、受信スレーブデバイスは、たとえば、開始Sインジケータ251
2の後の第nのRXCLK2514を検出し得る。第nのRXCLK2514は、受信スレーブデバイス内で内
部SDAマスク2524をトリガして、SDAライン318を内部的にマスクしてよい。
【００８８】
　n+1 RXCLK2516において、スレーブデバイスは、SDAライン318をローにプルすることに
よってIRQをトリガし得る。SDAライン318は、マスタデバイスによってハイにプルされる
か、または浮動し、その結果、(スレーブデバイスによって)ローにプルされると、これは
インバンドIRQを示すように働く。n+2 RXCLK2518において、マスタデバイスは、インバン
ドIRQがアサートされているかどうかを確認するためにSDAライン318をサンプリングして
よい。n+3 RXCLK2520において、スレーブデバイスは、SDAライン318を解放してよく、そ
の結果、インバンドIRQがアサート解除される。n+3 RXCLKとn+4 RXCLK2522との間で、マ
スタデバイスは、SDAドライバを再有効化しSDAライン318をハイに駆動し始める。したが
って、受信デバイス(たとえば、スレーブデバイス)は、n+4 RXCLK2522において、SDAマス
ク2824を安全に解放することができる。n+4 RXCLK2522において、スレーブデバイスは、S
DAマスク2524を解放してよい。このようにして、IRQは、SDAライン318上で規定されるIRQ
期間2506の間、スレーブデバイスによって送信され得る。
【００８９】
　図26は、3進数(遷移番号)2602と(連続)シンボル2604との間の変換のための方式の一例
を示す図2600である。3進数、すなわち、基底3の数は遷移番号とも呼ばれ、3つの取り得
る数字または状態、0、1、または2のうちの1つを有することができる。2つの引き続く3進
数において同じ値が現れる場合もあるが、2つの引き続くシンボルは同じ値を有しない。
【００９０】
　この変換関数は、図26に例示的に記載される。送信側(TX:TからSへ)では、論理は、Ttm
p=T=0?3:T、およびCs=Ps+Ttmpである。言い換えれば、遷移番号Tは0と比較され、T=0のと
きにTtmp(Tテンポラリー)は3に等しくなり、それ以外では(Tが0に等しくないとき)Ttmpは
Tに等しくなる。また、現在のシンボル(Cs)は、前のシンボル(Ps)の値+Ttmpになる。たと
えば、第1のサイクル2606ではTは2であり、そのためTtmpも2であり、Psを1として新しいC

sは現在3である。
【００９１】
　第2のサイクル2608では、次のサイクルにおいて遷移番号1が入力され、遷移番号は3で
なく、そのため1としてのTの値が3としての前のシンボルの値に加算される。加算の結果
、すなわち、4は3よりも大きいので、ロールオーバされた数0が現在のシンボルになる。
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【００９２】
　第3のサイクル2610では、同じ遷移番号1が入力される。Tが1であるので、Ttmpも1であ
る。変換論理が前のシンボル0に1を加算して、現在のシンボル1を生成する。
【００９３】
　第4のサイクル2612では、遷移番号0が入力される。変換論理は、Tが0のとき、Ttmpを3
に等しくする。したがって、3が前のシンボル1に加算されて現在のシンボル0を生成する(
加算の結果、すなわち、4は3より大きいので、ロールオーバされた数0が現在のシンボル
になる)。
【００９４】
　したがって、2つの引き続く3進数字2602が同じ数を有する場合であっても、この変換は
、2つの引き続くシンボル数字が異なる状態値を有することを保証する。このため、シン
ボルのシーケンス2604の中の保証されたシンボル遷移が、クロック信号を埋め込むように
働いてよく、それによって、I2Cバスの中のクロックラインSCLをデータ送信のために解放
する。レシーバ側(RX:SからTへ)では、論理は反転され、Ttmp=Cs+4-Ps、およびT=Ttmp=3?
0:Ttmpである。
【００９５】
　図27は、遷移番号をシンボル番号に変換するための技法の一例を示す第1の図2700であ
る。制御データバス330がCCIeモードで動作するとき、シンボルSがSDAライン318およびSC
Lライン316を介して送信され得る。一例では、各シンボルは2ビットからなり得、LSBがSC
Lライン216に割り当てられ、MSBがSDAライン218に割り当てられる。
【００９６】
　各3進遷移番号Tは、次のように特徴付けられ得る。
Sが前の状態から現在の状態へシンボル順序円の上を1つの状態だけ時計回りに遷移すると
きはT=1であり、
Sが前の状態から現在の状態へシンボル順序円の上を2つの状態だけ時計回りに遷移すると
きはT=2であり、
Sが前の状態から現在の状態へシンボル順序円の上を3つの状態だけ時計回りに遷移すると
きはT=0である。
CCIeモードでのデータ制御バス330を介したデータ送信は、任意の遷移番号を採用してよ
い。すなわち、すべての可能な遷移番号の値は、データを符号化する各シンボルを生成す
るために使用されるように利用可能である。シンボルは、前に送信されたシンボルと異な
るシンボルを識別するように遷移番号を使用して選択される。
【００９７】
　図28は、図27に示す符号化技法のいくつかの態様を示す第2の図2800である。この図280
0では、各3進遷移番号Tは、次のように特徴付けられ得る。
Sが前の状態から現在の状態へシンボル順序円の上を1つの状態だけ時計回りに遷移すると
きはT=1であり、
Sが前の状態から現在の状態へシンボル順序円を横切って遷移するときはT=2であり、
Sが前の状態から現在の状態へシンボル順序円の上を1つの状態だけ反時計回りに遷移する
ときはT=0である。
第2の図2800は、SCLライン316はT=0または1のときに常にトグルし、SCLライン316はT=2の
ときにトグルしないことを示す。
【００９８】
　図29は、インバンドIRQ期間の間の条件を発生させ得る、SDAマスク3122がアサートされ
るときに発生することがあるいくつかの条件を示す図である。本明細書で言及するように
、SDAライン318は、余分なクロックパルスの生成を回避するために、インバンドIRQ期間
の間マスクされる。SCLライン316は、遷移番号T=2が送られるときにトグルせず、I2Cプロ
トコルによれば、SDAライン318は、SDA信号がマスクされシンボル遷移がないとき、それ
の実際の状態にかかわらず常にハイであるものとして観測される。したがって、SDAマス
ク期間の間にT=2である場合、スレーブデバイスはそれの受信クロック上に遷移を生成し
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ないので、SDAマスク=1である間はT=2が禁止されてよい。
【００９９】
　図30は、図25および図29のSDAマスクを使用することの副作用を示す。たとえTが2に等
しくなくても、SDAライン318が、インバンドIRQ期間の間に常に論理1状態として見られる
ので、SDAライン318に対して論理0をもたらすことになる任意の遷移T値は、SDAビットが
常に1であることを前提とするT[2:0]=010にエイリアスされる。
【０１００】
　図31は、インバンドIRQのためにハートビートクロックを使用することに関するいくつ
かの態様を示す、表3100およびタイミング図3120を含む。ハートビートは、3進数空間内
で数空間0x81BD6から0x81BF0(すなわち、27個のアドレス)を占有する値を使用して生成さ
れ得る。SDAマスク=1である間にT=2が禁止され任意の他のTの組合せがT=010にエイリアス
されるという事実は、インバンドIRQをサポートするハートビートワードが1つのアドレス
のみを占有するだけでなく、ビット19領域の27個のアドレスを事実上占有することを意味
する。特定のハートビートパターンを使用することは、16進で81BF0であるとともに2ワー
ドCCIe同期の最初のワードとして極めて有用である3進数2222_2222_2222の使用を禁止す
る。3進数2222_2222_2222は、完全な同期を容易にする。
【０１０１】
　図32は、CCIeモード送信をマッピングするために、図31に示す3進数としてのビット19
を使用することの一例を示す表3200である。この例では、ハートビートは、3進数2222_22
22_20103に割り当てられてよい。この例では、2222_2222_2xxx3としての範囲の中の3進数
が検出される限り、これがハートビートおよび/またはインバンドIRQ(たとえば、16進で
の0x81BD9)として解釈されてよいことに留意されたい。
【０１０２】
インバンドIRQ技法の第2の例
　図33および図34は、CCIeモードで動作する、または動作可能な制御データバス330上で
インバンドIRQを実施するための技法を示す、タイミング図3300、3400を含む。一例では
、インバンドIRQを実行するために必要とされるレシーバクロックRXCLKのサイクルの数を
低減することは、図25に関して説明された例に対して低減され得る。タイミング図3300は
、受信スレーブデバイスが、たとえば、開始Sインジケータ3312の後に第nのRXCLKパルス3
314をその中で検出し得る、インバンドIRQ期間3306を提供するためのプロトコルに対応す
る。第nのRXCLKパルス3314は、SDAライン318を内部的に(たとえば、受信スレーブデバイ
ス内で)マスクするための内部SDAマスク3324をトリガしてよい。
【０１０３】
　n+1 RXCLKパルス3316において、スレーブデバイスは、SDAライン318をローにプルする
ことによって、IRQをトリガしてよい。n+1 RXCLKパルス3316の到着の前に、マスタデバイ
スは、抵抗性プルアップなどを使用して、SDAライン318を(弱く)ハイ状態にプルさせてよ
い。スレーブデバイスがSDAライン318をローにプルしたとき、インバンドIRQが示され得
る。
【０１０４】
　次のクロックサイクルまで待機するのではなく、n+1 RXCLKパルス3316とn+2 RXCLKパル
ス3318との間で、ただしn+2 RXCLKパルス3318の前に、マスタデバイスは、インバンドIRQ
要求がアサートされたという表示としてSDAライン318がローになっているかどうか、およ
び/またはSDAライン318がいつローになったのかを確認するために、SDAライン318を監視
してよい。SDAライン318のマスタデバイスによるそのような監視が、任意のIRQ要求をス
レーブデバイスから非同期に検出するために、IRQ期間の間のみに実行されてよいことが
諒解されよう。n+2 RXCLKパルス3318において、スレーブデバイスは、SDAライン318をア
サート解除するために、インバンドIRQを解放してよい。n+2 RXCLKパルスとn+3 RXCLKパ
ルスとの間で、マスタデバイスは、SDAドライバを再有効化してよく、SDAライン318をハ
イレベルに駆動し始めてよい。その結果として、アサートしているスレーブデバイスのレ
シーバは、n+3 RXCLKパルス3320においてSDAマスクを安全に解放することができる。n+3 
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RXCLKパルス3320において、スレーブデバイスは、SDAマスク3324を解放してよい。このよ
うにして、インバンドIRQは、SDAライン上で規定されたIRQ期間3306の間、スレーブデバ
イスによって送信され得る。
【０１０５】
　図35は、SDAマスク3324が採用されるときのエイリアシング条件を示すタイミング図350
0であり、図36は、図33～図35で提示される例による、インバンドIRQの間に供給されるハ
ートビートクロックに関するいくつかの態様を示すタイミング図3600を含む。ハートビー
トワードは、3進数空間内で数空間0x81BBB～0x81BD5(すなわち、27個のアドレス)を占有
し得る。図25～図32に関して説明したハートビートと同様に、図33～図35の例に関する代
替のハートビートも、ビット19領域の27個のアドレスを占有する。ただし、この代替のハ
ートビートは、2222_2222_2222ワードが依然として同期のために利用可能であるように、
2222_2222_2xxxとしての3進数空間を使用することを禁止しない。このハートビートパタ
ーンはまた、マスタデバイスが非同期インバンドIRQ検出回路を使用して、より短いイン
バンドIRQ期間を適応させることを必要とすることがある。
【０１０６】
　図37は、マスタデバイスがアクティブモード3700にあるとき、およびマスタデバイスが
節電モード3720にあるとき、ハートビートがそれによって送信され得る方法を示す図であ
る。通常動作の間、マスタデバイスはアクティブモード3700にあってよく、マスタデバイ
スは、スレーブデバイスがインバンドIRQを発行することを可能にするために、ハートビ
ートワード3702を周期的に送ってよい。割込みをアサートするための機会をスレーブに渇
望させないようなハートビートワード間隔であってよい。
【０１０７】
　マスタデバイスが節電モード3720にあるとき、同じハートビート3702が同様に送信され
てよく、それによって、節電モードの間にインバンドIRQを発行するための機会をバス上
のスレーブデバイスに与える。
【０１０８】
　図38は、同期ワード3804とハートビートワード3802の組合せを示すタイミング図3800で
ある。ハートビートワード3802は、2ワード同期ワードシーケンスの第2のワードとしての
働きをし得る。一例では、2ワード同期シーケンスは、すべての桁=2(値=2222_2222_2222)
を有し「SY-」として示される第1のワード3804とともに開始し得、ハートビートワード38
02は、値=2222_2222_1101を有し「-NC」として示され得る。「SY-」ワードは、開始条件
に関連付けられた1つの「2」と、バスシグナリング状態を表すシンボルが1(SDA=0、SCL=1
)から3(SDA=1、SCL=1)に転じるときの最後のシンボルの後の1つの「2」とを含む、14個の
遷移状態2を、受信デバイスに生成させ得る。「-NC」ワードは、開始条件に関連付けられ
た1つの「2」を含む9個の遷移状態2を、受信デバイスに生成させ得る。
【０１０９】
　「SY-」ワードと「-NC」ワードとを組み合わせることは、合計23個の遷移状態2および
後続の「1101」シーケンスを提供する「SYNC」と呼ばれることがある。このシーケンスは
一意のシーケンスであり、他のCCIeトランザクションで発生しない。CCIeデバイスは、そ
のシーケンスを使用してCCIeワード境界に同期し得る。
【０１１０】
　図39は、CCIeプロトコルのビット19内での同期およびハートビートマッピングを示す表
3900である。27個の数にわたる16進での数値の空間0x81BD6から0x81BEFは、23個の「2」
を含む2ワードパターン「SY-NC」を作るために禁止されてよく、「1101」ビットパターン
は一意であり同期のみのために使用される。スレーブデバイスが同期ロスの場合に再同期
することを可能にするために、またはホットプラグされたスレーブがバスに同期すること
を可能にするために、マスタデバイスは、「-NC」ワードであるハートビートの前に「SY-
」ワードを周期的に送ることができる。
【０１１１】
インバンドSIDスキャンおよび応答
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　制御データバス330に結合される各スレーブデバイスは、スレーブ識別子(SID)によって
一意に識別され得る。マスタデバイスは、それらのSIDを学習するために、制御データバ
スに結合されているスレーブデバイスのスキャンを実行してよい。スキャンは、新しいデ
バイスがバス上に接続されたときに(たとえば、ホットプラグ)、および/または周期的に
、デバイスの始動および/または電源投入において実行されてよい。IRQがスレーブデバイ
スによって発行されたことをマスタデバイスが感知したとき、マスタデバイスは、次いで
、どのデバイスがIRQを発行したのかを識別するために、スレーブデバイスをスキャンし
てよい。一手法では、マスタデバイスは、SIDのシーケンスまたはそれらの要素が送られ
るSIDスキャンを開始してよく、そのようなSIDまたはSID要素に一致するスレーブデバイ
スは、一致を示すためにSDAラインをローにプルする。
【０１１２】
　図40は、SID「Scan All」コマンド4002とその対応するペイロード4004とを含む、CCIe
送信の一例4000を示す。SID「Scan All」コマンド4002(「0x4」コードによって識別され
る)は、マスタデバイスによって発行され得る。ペイロード4004は、ユニットSID照会シー
ケンス4010を含み得る。各ユニットSID照会シーケンス4010は、SIDマスクペア4008および
応答(RESP)ワード4006を含む。SIDマスクペア4008は、それについて照会するためのSID内
のビット位置を識別するマスクを定義し得る。
【０１１３】
　表4020に示すように、32ビットのSIDマスクペア4008(2つの16ビットデータD0およびD1
に広がる)は、16ビットのSIDの1つまたは複数のビットロケーションが照会されているか
どうか、かつ、そうである場合、どの値(または、ビット設定)について照会されているの
かを識別するように働く。たとえば、SIDマスクペア4008のビット[1]は、SIDのビット[0]
がチェックされるべきであるか、それともマスクされる(すなわち、チェックされない)べ
きであるかを定義し得る。ビット[1]が「チェック」を示す場合、SIDマスクペア4008のビ
ット[0]は、照会が「0」または「1」に関するかどうかを定義する。
【０１１４】
　RESPワード4006によって規定される期間は、スレーブデバイスが共有バスを介してイン
バンドでSID照会に応答することを可能にする。ユニットSID照会シーケンス4010ごとに、
対応する照会ビットに一致する1つまたは複数のマスクされていないSIDビットを有する各
スレーブデバイスは(すなわち、スレーブデバイスのSIDが、照会されたロケーションまた
は1つもしくは複数の照会ビットに一致するロケーションにおいて、1つまたは複数のビッ
トを有する)、共有バスの少なくとも1つのラインを介してインバンドで照会応答を送る。
このことにより、マスタデバイスが、バス上のいずれかのスレーブデバイスが部分的に一
致するSID(すなわち、照会ビットに一致する、照会されたビットロケーションにおいてビ
ットを有するSID)を有するか否かを確認することが可能になる。
【０１１５】
　複数のユニットSID照会シーケンス4010は、マスタデバイスによって、共有バスに結合
されたすべてのデバイスのためのSIDを完全に識別するために送られる。
【０１１６】
　「Scan All」コマンド4002またはその変種は、マスタの起動に直接関係しない場合にお
いて発行されてよい。一例では、マスタデバイスは、すべてのスレーブデバイスが同期し
ているかどうかをチェックするために、制御バスに結合されたすべてのスレーブデバイス
についてスキャンしてよい。この例では、マスタデバイスは、完全な「ブラインドスキャ
ン」を必ずしも実行する必要があるとは限らず、マスタデバイスは、どのスレーブデバイ
スがバスに結合されているのかをすでに知り得るので、マスタは、マスクなしの、および
/またはいかなるSIDビットも比較から排除しないマスクありの照会を、発行し得る。別の
例では、マスタデバイスは、1つまたは複数の特定のスレーブデバイスが同期しているか
どうかをチェックするために、制御バスに結合されたすべてのスレーブデバイスについて
スキャンしてよい。この例では、マスタデバイスは、スキャンされるべき各スレーブデバ
イスに対して1つだけユニットSID照会を送ってよい。



(28) JP 6612885 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

【０１１７】
　図41は、SDAラインおよびSCLラインを備える共有バスを介したSIDスキャン応答(RESPワ
ード4006)に関するタイミング図4100を示す。この例では、SIDスキャン応答4130は、12シ
ンボルのシーケンス3131_3130_2323に等しい3進数2222_2221_21013または16進の0x81B8F
によって識別される。これらのシンボルは、SDAライン4126およびSCLライン4127を介して
送信される。スレーブデバイスが応答期間4106の間にSDAライン4126を使用してSIDスキャ
ン照会に応答することを可能にするために、マスタデバイスはSDAライン4126を解放し、S
DAライン4126をハイに弱くプルさせる。各レシーバデバイスは、次いで、応答期間4106に
わたって、そのクロックデータ復元回路(CDR)へのSDAライン入力をマスクする。マスタは
、SCLラインをトグルして(その状態を変化させて)、SDAラインが使用中である間に、各レ
シーバデバイスがSCLライン上のそのようなトグリングからクロックを復元することがで
きるようにする。
【０１１８】
　RESPワード4006は、ハートビートワードとほぼ同じであり得る。マスタデバイスおよび
/またはスレーブデバイスがRESPワード4006をハートビートワードと区別できるように、R
ESPワード4006は、ハートビートワードに対して少なくとも1つの差異を有し得る。ハート
ビートワードおよびRESPワード4006は、ビット19の3進空間(すなわち、ビット19の値が一
定であるアドレス空間)内で隣接してよく、またはほぼ隣接してよく、他の制御およびシ
グナリング目的のために利用可能な連続した大きい領域を残す。一例では、ビット19の高
位の領域の低い部分の中の連続した大きい領域が、他の目的のために予約または使用され
てよい。RESPワード4006によって提供されるインバンド応答機能が利用可能であることに
より、スレーブデバイスは、専用のサイドバンドIRQラインを使用する代わりにインバン
ドで応答を送ることができるようになる。
【０１１９】
　CCIeプロトコルによれば、受信スレーブデバイスは、たとえば、開始Sインジケータ411
2の後、第nのRXCLK4114を検出し得る。第nのRXCLK4114は、内部SDAマスク4124をトリガし
て、リッスンしている各CCIeデバイス内のSDAライン4126を、内部的に(たとえば、受信ス
レーブデバイス内で)マスクしてよい。
【０１２０】
　n+1 XCLK4116において、スレーブデバイスは、SDAライン4126をローにプルすることに
よって、応答をアサート/発行し得る。SDAライン4126は、マスタデバイスによってハイに
弱くプルされ、その結果、(スレーブデバイスによって)ローにプルされるとき、このこと
は、SIDスキャン照会に対する肯定的応答を示すように働く。SDAライン4126をハイに弱く
プルすることによって、これによりスレーブデバイスがSDAライン4126をローにプルして
、SIDスキャン照会に対する応答をアサートすることが可能になる。
【０１２１】
　次のクロックサイクルまで待機するのではなく、n+1 RXCLK4116とn+2 RXCLK4118との間
で、ただしn+2 RXCLK4118の前に、マスタデバイスは、それがローになっているかどうか
、および/またはそれがいつローになったのかを確認するために、SDAライン4126を監視し
てよく、それは応答がアサート/発行されたことを意味する。マスタデバイスによるSDAラ
イン4126のそのような監視は、スレーブデバイスからのアサート/発行された応答を非同
期に検出するために、応答期間4106の間のみに実施され得ることに留意されたい。
【０１２２】
　n+2 RXCLK4118において、スレーブデバイスは、SDAライン4126を解放してよい。
【０１２３】
　n+2 RXCLK4118とn+3 RXCLK4120との間で、マスタデバイスは、そのSDAラインドライバ
を再有効化してよく、SDAライン4126をハイに駆動し始める。その結果として、レシーバ
デバイス(たとえば、アサートしているスレーブデバイス)は、n+3 RXCLK4120においてSDA
マスク4124を安全に解放することができる。
【０１２４】
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　n+3 RXCLK4120において、スレーブデバイスは、SDAマスク4124を解放してよい。このよ
うにして、SIDスキャン応答は、SDAライン4126上で規定された応答期間4106の間、スレー
ブデバイスによって送信され得る。
【０１２５】
　図42は、3進数2222_2221_21013(16進の0x81B8F)を使用するためにCCIeプロトコルによ
って使用され得る可能なSIDスキャン応答ワードを示す表4200である。
【０１２６】
IRQグループ照会
　IRQをアサートしているスレーブデバイスを識別するために、スレーブデバイスは「グ
ループ」が割り当てられてよく、または「グループ」に関連付けられてよい。したがって
、マスタデバイスは、IRQ要求をアサートしたスレーブデバイスを識別するための照会を
送ってよい。IRQをアサートしたスレーブデバイスは、その割り当てられたグループ内の
照会のみに応答してよく、それによって、マスタデバイスに対してアサートしているスレ
ーブデバイスを識別する。
【０１２７】
　図43は、例示的なCCIeプロトコル内でのIRQグループ照会の一斉呼出しを示す図4300で
ある。マスタデバイスは、一斉呼出しのIRQグループ照会4320を共有バス上のすべてのス
レーブデバイスにブロードキャストしてよい。IRQグループ照会コマンド4302の16進で0x0
007に続き、複数のIRQグループ照会ワード4304が送られる。一例では、各照会ワードは3
個の照会応答スロットを有し、グループ0～グループ32に対して全体で33個のスロットを
有する。一例では、照会ワード4304は、1～11個のIRQグループ照会ワード(IQ)と、最後に
1個の終止ワード(Term)4306とを含み得る。終止ワード4400の一例が、図44に示される。
各照会ワード4304に対して、すべてのスレーブデバイスは、共有バスのSDAラインをマス
クする。一斉呼出しのペイロード4304の各IRQグループ照会(IQ)ワード4308において、各
スレーブレシーバは、T11 RXCLKにおいてSDAをマスクし始めなければならず、ダミー(T-1
)RXCLKにおいてマスクを解放しなければならない。
【０１２８】
　図43に示す例では、呼出しのメッセージタイプが値0x7を有するとき、IRQグループ照会
が決定され得る。言及したように、3つの異なるIRQグループに割り当てられた一斉呼出し
のペイロードの各IQワードの中に、3つのタイムスロットが存在し得る。各スロットにお
いて、割り当てられた各グループの中の1つまたは複数のスレーブデバイスは、スレーブ
デバイスがIRQを発行したこと、またはサービスされていないIRQをスレーブデバイスが有
することを示すための照会応答として、SDAラインを駆動することができる。マスタデバ
イスは、IRQグループ照会(IQ)ワードの数を、バスに関連するIRQグループの数に基づいて
選んでよい。
【０１２９】
　いくつかの事例では、または必要に応じて、マスタデバイスは、すべての既存のグルー
プを包含するために必要とされるシーケンス長よりも短い照会ワードシーケンスを送って
よい。一例では、より短い照会ワードシーケンスが送られて、頻繁で短いレイテンシイベ
ントを得るために照会時間を短くしてよく、全部の照会が、バス上のすべてのグループを
包含するほど頻繁には実行されないことがある。IRQグループ照会(IQ)ワードのシーケン
スは、終止ワード(Term)とともに完結し得る。
【０１３０】
　図44に示すように、終止ワード4400のシンボルパターンは、いつSDAをマスクすること
をやめIRQグループ照会一斉呼出し処理を終了するべきかをレシーバが知るようなロケー
ションT11におけるIRQグループ照会(IQ)ではなく、各レシーバがワードが終止ワード4400
(すなわち、Termワード4306)であることを認識できるように選ばれてよい。終止(Termワ
ード4400)方式を使用することは、ペイロードの長さがフレキシブルに設定されることを
可能にし、IRQグループ照会(IQ)ワードシーケンスの長さは、必要なら11ワードを上回る
ことができる。
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【０１３１】
　スレーブデバイスにおいてSDAMASK信号4124、4424の可変長での送信および活動化に関
する論理および意思決定を簡単にするために、IRQグループ照会呼出しは、いくつかのワ
ードに対するビット値を規定し得る。一例では、RESPワード4006(図40参照)と、一斉呼出
しに関連したいくつかの他のワードとの間の差異は、図41に示すRESPワードの初期シンボ
ル4103と、図44に示すTermワード4306(図43参照)の初期シンボル4403との間の差異におい
て観測され得る。すなわち、対応する送信されたシンボル4104と4404とのシーケンスの第
1の(最上位の)シンボル4103と4403との間で明らかである差異は、全体のワードの復号が
完了する前にSDAMASK信号4124、4424の性質を速やかに決定するためにレシーバによって
使用されてよい。特に、スレーブデバイスは、受信されたシンボルシーケンス4104と4404
の両方におけるシンボル値{3,1}として、開始条件を検出することができる。開始条件を
検出すると、各スレーブデバイスは、スレーブデバイスによって受信されたシンボルの数
を追跡するために使用され得るシンボルカウンタ(SYMCNT)4402を初期化してよい。一例で
は、SYMCNT4402は0xBとしての値を用いて初期化されてよく、SYMCNT4402は受信されたシ
ンボルごとにデクリメントされてよい。したがって、スレーブデバイスは、SYMCNT4402が
0xBとしての値を有するときに受信されたシンボル4103または4403の値に基づいて、SDAMA
SK信号4124、4424の状態を決定し得る。RESPワード4006が受信されているとき、SYMCNT44
02が0xBとしての値を有するときにシンボル4103は3としての値を有し、それはSDAMASK信
号4124が有効化されるべきであることを示す。Termワード4306が受信されているとき、SY
MCNT4402が0xBとしての値を有するときにシンボル4403は3としての値を有さず(ここで、
値は0である)、それはSDAMASK信号4424が無効化されるべきであることを示す。RESPワー
ド4006およびTermワード4306を符号化するために使用されるシンボルの構成は、スレーブ
デバイスがRESPまたは一斉呼出しのシーケンスをオンザフライで終了することを可能にし
、それによって、可変長のシーケンスが処理されることを可能にする。
【０１３２】
　いくつかの事例では、第1のIRQグループ照会(IQ)のための3つのスロットが、グループ0
、1、および2に割り当てられる。数が小さいグループが、早い応答スロットに割り当てら
れる。グループ0は、ホットプラグされるデバイスのために、またはマスタがバスシステ
ム上でまだ認識していないデバイスのために予約されてよい。少なくとも1つのIRQグルー
プ照会(IQ)ワードが送られなければならないので、IRQを発行したいかなるホットプラグ
されたデバイスも、常に認識され得る。
【０１３３】
　図45は、グループ照会呼出しに対する応答を示す。この例では、クロッキングをSCLラ
イン4510に転送するとともにSDAマスク4512を使用することによって、1つまたは複数の応
答期間(すなわち、照会ワード)がSDAライン4508上に規定され得る。この例では、3つの別
個のスロット4502、4504、および4506が、各照会(IQ)ワード4308(図43参照)に対して規定
されている。各IQワード4308の中の3つのタイムスロット4502、4504、および4506の各々
は、3つの異なるIRQグループに割り当てられ得る。各スロット4502、4504、および4506に
割り当てられたスレーブデバイスは、スレーブデバイスがIRQを発行したこと、またはサ
ービスされていないIRQをスレーブデバイスが有することを示すための照会応答として、
割り当てられたスロット4502、4504、および4506の間、SDAライン4508を駆動することが
できる。各IRQグループ照会ワード4308が3つの照会応答スロット4502、4504、および4506
を有するので、最大11個のIRQグループ照会(IQ)ワードが一斉呼出しのペイロード4304の
中にあってよく、1つの呼出しの中に最大33個のグループスロットがあってよい。
【０１３４】
　1つのデバイスだけが1つのグループの中にあるように、最高32個のデバイスがグループ
に割り当てられてよく、それによって、IRQ発行者が直ちに特定される。この手法は複数
のIRQグループを一度に識別し、それによって、必要なIRQスキャンの数を減らす(たとえ
ば、より少ないIRQネスティング)。代替的に、複数のデバイスが各グループに割り当てら
れてよいが、グループの中の複数のデバイスのうちのどれがIRQを発行したかを識別する
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ために、追加の照会がマスタデバイスによって必要とされ得る。
【０１３５】
　マスタデバイスは、バスシステム上のIRQグループの数に基づいて、一斉呼出しに含め
るべきIRQグループ照会(IQ)ワードの数を選んでよい。いくつかの例では、マスタデバイ
スは、(たとえば、11個としての最大数よりも少ない)より少数の照会ワード4308を送信し
てよい。このことは、IRQグループ照会の一斉呼出しのための時間の短縮を可能にし得る
。
【０１３６】
　IRQグループ照会(IQ)ワードのシーケンスは、終止ワード(Term)4306とともに終了する
。各レシーバスレーブデバイスが、SDAライン4508をマスクするのをいつ止めるべきかと
いうことと、IRQグループ照会の一斉呼出しの終了とを知るために、ワードがT11 RXCLKに
おいてIRQグループ照会(IQ)でなく終止(Term)であることを認識できるように、終止ワー
ド4306のシンボルパターンは選ばれてよい。
【０１３７】
　第1のIRQグループ照会(IQ)に対する3つのスロット4502、4504、および4506は、グルー
プ0、1、および2に割り当てられてよい。数が小さいグループが、早い応答スロットに割
り当てられてよい。
【０１３８】
　一例では、グループ0は、ホットプラグされるデバイス、または共有バス上でマスタデ
バイスがまだ認識していないデバイスのために予約されてよい。少なくとも1つのIRQグル
ープ照会(IQ)ワードが送信されなければならないので、IRQを発行したホットプラグされ
たデバイスは常に認識される。
【０１３９】
　終止(Term)ワード4306の使用のおかげで、ペイロード4304の長さはフレキシブルに設定
されてよく、IRQグループ照会(IQ)ワードシーケンスの長さは必要であれば11ワードを越
えることができる。
【０１４０】
　IRQグループ照会はサイドバンドIRQのために使用されてよく、ここで、別個のIRQ信号
ラインが、割込みサービスを要求するためにスレーブデバイスによって使用され得る。マ
スタは、要求しているデバイスを、IRQグループ照会を使用して識別することができ、マ
スタデバイスは、IRQアサーション期間を正確な自走タイマーを用いて測定することによ
ってIRQグループを決定する必要がない。この点で、スレーブデバイスは正確なタイミン
グを伴うIRQを生成する必要がなく、スレーブデバイスはIRQを調停する必要がない。した
がって、スレーブデバイスおよび/またはマスタデバイスは、グループ識別のためのIRQ期
間を生み出しまたは測定するための正確な自走タイマーを用いずに、動作することができ
る。
【０１４１】
　いくつかの態様によれば、IRQグループ照会は、いかなるグループも調停ロスを受ける
ことなく、複数のグループによる同時のIRQアサーションをサポートすることができる。
マスタデバイスはすべてのIRQを直ちに認識することができ、スレーブデバイスは調停ロ
スの結果としてIRQを反復し続ける必要がない。したがって、スレーブデバイスがアクセ
スの「枯渇」に遭遇する可能性は小さい。
【０１４２】
グローバルクロック読取り
　CCIeは、ソース同期シンボル遷移クロッキングシステムである。制御データバスを介し
てデータを送るデバイスはまた、データ内に埋め込まれたクロック情報を送る。I2Cとは
異なり、すべてのスレーブデバイスは、クロック情報とともに読取りデータを生成するた
めにそれら自体のクロックソースを使用しなければならない。たとえば、すべてのスレー
ブデバイスにSDA入力をマスクさせるとともにスレーブデバイスがSDAラインを駆動するこ
とを可能にする間にSCLラインを常にトグルする、IRQグループ照会のための本明細書で説
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明する技法はまた、グローバルクロック読取りを実行するために使用され得る。
【０１４３】
　図43～図45から諒解され得るように、主に、異なるRXCLKタイミングを伴う複数のスレ
ーブが同じタイムスロット内でSDAラインを駆動することを可能にするために、IRQグルー
プ照会ワードは、3個のスレーブ応答しか搬送しないように限定されてよい。しかしなが
ら、SDAマスクの間に単一のスレーブデバイスだけがSDAラインを駆動することを可能にす
ることは、ダブルデータレート(DDR)グローバルクロック読取りを実施することを可能に
する。
【０１４４】
　図46は、DDRグローバルクロック読取り実装の一例に対応する、グローバルクロック読
取りの一斉呼出しの一例4600を示す。DDRグローバルクロック読取りシーケンスを開始す
る前に、マスタデバイスは、一斉呼出しなどのいくつかのCCIeプロトコル送信を発行して
よい。一斉呼出しの送信は、以下のことを示し得る。
1.後続のシーケンスがDDRグローバルクロック読取りであること。
2.DDRグローバルクロック読取りのワードの数。
3.データを読み取るべきデバイスのSID。
4.データを読み取るべきデバイスのレジスタアドレス。
【０１４５】
　バス上のデバイスの各々は、特定の数のワードが送られるまで、一斉呼出しの後のCCIe
トランザクションのすべてがDDRグローバルクロック読取りに関係することを理解するよ
うに、適合または構成される。
【０１４６】
　DDRグローバルクロックモードでは、バス上のすべてのデバイスは、ワードの終わりに
おけるダミーシンボルを含むシンボル期間の間、それらのクロックデータ復元(CDR)回路
へのSDA入力をマスクしてよい。アドレス指定されたスレーブデバイスは、(開始条件のそ
ばのRXCLKを含まない)第2のRXCLKパルスにおいてSDAライン318をローに駆動し、その論理
0は、SDAラインをサンプリングするためのそれのクロック(SDACLK)を較正するためにマス
タデバイスによって使用される。第3のRXCLKから、アドレス指定されたスレーブデバイス
は、9ビットのデータを連続的に追い出すことができる。9ビットのデータは、システム要
件に応じて、MSBが最初であってもLSBが最初であっても他のフォーマットであってもよい
。この期間の間、マスタデバイスは、SCLライン上でDDRグローバルクロックを供給または
駆動する。スレーブデバイスは、第12のRXCLKにおいてSDAライン318をハイに駆動してよ
く、第13のRXCLKにおいてSDAライン318を解放してよい。
【０１４７】
　マスタデバイスは、第1のシンボル「3」が送信された後、SDAライン318を解放し、最後
のシンボル「2」の後、それのSDAドライバを有効にするとともにSDAライン318をハイに駆
動する。SDAライン318を解放した後、SDAライン318は、ハイ状態に弱くプルされてよい。
マスタは、SDACLKのタイミングにおいてSDAライン318をサンプリングして、読み取られた
9個のデータビットをシフトインする。マスタは、最後のシンボル(「2」)の後、シンボル
「3」を送信することによってSDAライン318の駆動を再開してよい。
【０１４８】
　図47は、グローバルクロック読取りワードのいくつかの態様を示すタイミング図である
。第1のクロック信号SDACLK4702および第2のクロック信号RXCLK4704は、マスタデバイス
内の内部信号を示す。第2のクロック信号RXCLK4704は、マスタデバイスのクロックデータ
復元回路(CDR)によって生成され得る。第1のクロック信号SDACLK4702は、スレーブデバイ
ス信号によって駆動されるときに(共有バスの一部である)SDAライン4708からデータ値を
サンプリングするためにマスタデバイスによって使用され得る、クロック生成回路4706に
よって生成され得る。第1のクロック信号SDACLK4702は、SDAMASK信号4710が1である(CDR
へのSDAライン4708の入力がマスクされる)ときのみ、生成され得る。
【０１４９】
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　グローバルクロック読取り期間の間にSDAライン4708を駆動するのはスレーブデバイス
なので、バス上のすべてのデバイス(マスタデバイスを含む)は、この期間の間はCDRへのS
DAライン4708入力をマスクし、その期間は、開始条件から立ち上がる(4712)第2のクロッ
ク信号RXCLKにおいて開始し、ダミーシンボルのそばのワードに対する最後のRXCLKの立ち
上がり4714において終了する。
【０１５０】
　この例では、マスタデバイスは、グローバルクロック読取りワードに対して0x5BE75(20
10_1010_10103)を送る。これはグローバルクロック読取りの一斉呼出しのペイロード部分
であるので、共有バス上の各デバイスは、グローバルクロック読取りワードが呼出しメッ
セージ「6」の後に続くことを知っており、各デバイスは、SDAMASK4710をいつ開始し終了
すべきかも知っている。
【０１５１】
　場合によっては、SDACLK4702は、SDAライン318上での読取りデータターンアラウンド遅
延に対処するように、マスタデバイスにおいてそれのRXCLK4704に対する遅延を伴って生
成されてよい。第1の知られているデータ(たとえば、SDAライン318上での1から0への立下
り)のターンアラウンド遅延をマスタデバイスにおいて測定することによって、遅延の持
続時間は最適にされ得る。
【０１５２】
　場合によっては、スレーブデバイスは、グローバル呼出しの後でのみ、各グローバルク
ロック読取りワードにおいてSDAMASKを活動化させてよい。SDAライン318をマスクするこ
とは、アドレス指定されていないバス上の任意のスレーブデバイスがGCRワードデータに
よって影響を受けないことを防ぐことができる(各スレーブによる2010_1010_10103として
見られる)。
【０１５３】
　各デバイスは、次のワードが第1のシンボルにおいて別個の信号パターンを有する「終
止」ワードではない限り、次のワードのためのグローバルクロック読取りワードを予期す
る。
【０１５４】
　SDAライン4708上のデータ信号はスレーブデバイスのCDRからのRXCLK4716を使用してス
レーブデバイスによって駆動されるので、マスタデバイスは、マスタデバイスが十分なセ
ットアップタイムおよびホールドタイムを伴ってデータをサンプリングするために、マス
タデバイスのCDRからの第2のクロック信号RXCLK4704を「適切に」遅延させなければなら
ない。マスタデバイスは、マスタデバイスがグローバルクロック読取りワードの第2のシ
ンボル(すなわち、T10サイクル)を送出した後、グローバルクロック読取りプロトコルご
とにスレーブデバイスによって駆動されるSDAライン4708の第1の立ち下がりエッジにおけ
る「適切な」遅延を学習する。「較正論理」4718は、T10サイクルの開始からのSDAライン
4708の立ち下がりの遅延を測定し、マスタデバイスが次のシンボルからスレーブデバイス
からのSDAライン4708の送信を確実にサンプリングするように、「SDACLK遅延」を構成す
るためにその遅延を使用した。
【０１５５】
グローバルクロック読取りの他の態様および使用
　いくつかのシリアルバスインターフェースは、シリアルバス上のスループットを高める
ための手段としてDDR送信クロックを使用するように適合され得る。送信クロックの周波
数も高められ得る。一例では、シリアル通信バスのスループットは、SCLワイヤ316上で送
信されるクロック信号のサイクルごとに2つのビットを送信することによって高められ得
る。この例では、レシーバは、負の遷移と正の遷移とを使用してデータをサンプリングし
得る。別の例では、CCIeバスなどは、送信クロックサイクルごとに2つのシンボルを送信
するように適合され得る。DDRクロックを採用するインターフェースにおけるより高い周
波数では、信号立ち上がり時間に割り振られる送信クロックサイクルの比率の増大、およ
び伝搬時間の差異に関連する信号スキューなどに起因して、シグナリング問題が生じるこ
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とがある。
【０１５６】
　図48は、高スループットインターフェースにおけるタイミングを示す。第1のタイミン
グ図4800は、SCLワイヤ316上で送信されるDDRクロックに従ってデータがSDAワイヤ318上
で送信されるシリアルバスインターフェースに関する。第1のタイミング図4800によって
表されるインターフェースは、より高速なスレーブデバイスが従来のI2Cデバイスと共存
することを可能にし得る。
【０１５７】
　I2Cデバイスとの共存は、SCL信号316上のパルスがI2Cデバイスによって認識されるほど
十分長くハイ状態4822にとどまることを防止することによって実現され得る。ハイ状態48
22の持続時間(tHIGH)は、SCL信号316の立ち上がりエッジが電圧レベル(Vdd)の30%に到達
する時間4816から、SCL信号316の立ち下がりエッジが電圧レベルの30%に到達する時間481
8まで測定されてよい。I2Cプロトコルは、SCL信号316上およびSDA信号318上のパルスに対
する最大持続時間(tSP=50ns)を規定し、I2Cデバイスは、SCL信号316上およびSDA信号318
上の、持続時間が50nsよりも短いパルスを阻止するスパイクフィルタを有する。したがっ
て、SCL信号316上のクロックパルスの持続時間が50nsよりも短いとき、I2Cデバイスとの
共存が成し遂げられ得る。
【０１５８】
　I2Cデバイスとの共存が望ましいとき、DDRクロック制御されるインターフェースは、SC
L信号316に対して最小ロー期間(tLOW)4820を維持するように適合されてよく、その結果、
クロックサイクルの中に残っている時間がSCL信号316上のエッジの立ち上がり時間および
立ち下がり時間を占めるように割り振られ得る。SCL信号316の立ち上がり時間に対して割
り振られる時間は、論理ローから論理ローと論理ハイとの間の電圧の30%である第1のスイ
ッチング電圧レベル4802に遷移するために必要な時間に相当し得る。SCL信号316の立ち下
がり時間に対して割り振られる時間は、論理ハイから論理ローと論理ハイとの間の電圧の
70%である第2のスイッチング電圧レベル4804に遷移するために必要な時間に相当し得る。
立ち上がり時間および立ち下がり時間は、SDA信号のタイミングにも影響を及ぼす。
【０１５９】
　SDA信号318の立ち上がり時間に対して割り振られる時間は、論理ローから論理ローと論
理ハイとの間の電圧の30%である第1のスイッチング電圧レベル4806に遷移するために必要
な時間に相当し得る。SDA信号318の立ち下がり時間に対して割り振られる時間は、論理ハ
イから論理ローと論理ハイとの間の電圧の70%である第2のスイッチング電圧レベル4808に
遷移するために必要な時間に相当し得る。
【０１６０】
　アイ開口4812a、4812b、4812c、4812dの持続時間(teye)は、残りのクロック期間(tSP)
と、SCL立ち上がり点(30%)からSCL立ち下がり点(70%)までとの間の差分として計算され得
る。アイ開口4812a、4812b、4812c、4812dは、開口が立ち下がりエッジに対して起こるの
か、それとも立ち上がりエッジに対して起こるのかに応じて、持続時間が変わることがあ
る。
【０１６１】
　アイ開口4812a、4812b、4812c、4812dの持続時間は、読取り動作および書込み動作に対
して異なる影響を有し得る。SCL信号がハイ論理状態にある期間の最小持続時間(tHIGH)48
16は、書込み動作の間、ほとんど重要であり得ない。読取り動作の場合、tHIGH4816の値
は、アイ開口4812a、4812b、4812c、4812dに対する最小持続時間を保証するように規定さ
れてよい。
【０１６２】
　図49～図51を参照すると、シリアルバスインターフェースは、SCLワイヤ316上およびSD
Aワイヤ318上で送信される信号を位置合わせすることによってアイ開口を改善するために
、本明細書で開示するいくつかの態様に従って適合され得る。図49におけるタイミング図
4900は、SCLワイヤ316上およびSDAワイヤ318上の信号が書込み動作の間に位置合わせされ
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るインターフェースを示す。すなわち、マスタデバイスは、SCLワイヤ316上のクロック信
号に加えて、SDAワイヤ318上で信号を送信する。図49におけるタイミング図4900は、SCL
ワイヤ316上およびSDA318上の信号が位置合わせされるインターフェースを示す。SCLワイ
ヤ316上およびSDAワイヤ318上の信号の位置合わせは、位置合わせされないシグナリング
の場合よりも大きいteye4906をもたらすことができる。シリアルバス上で送信されるデー
タビットを確実にサンプリングするために、CDR回路が採用され得る。
【０１６３】
　図50におけるタイミング図5000は、SCLワイヤ316上およびSDAワイヤ318上の信号が読取
り動作の間にマスタデバイスにおいて位置合わせされるインターフェースを示す。ここで
、スレーブデバイスがSDAワイヤ318上で信号を送信する間、マスタデバイスは、SCLワイ
ヤ316上でクロック信号を送信する。スレーブデバイスは、SCL信号316における遷移からR
XCLK信号を生成するCDRを含む。読取り動作の間、SDA信号318は、CDR入力部においてマス
クされる。スレーブにおいて生成される受信クロックを使用してスレーブがSDA信号318を
生成し、SDA信号318がSCL信号316における対応する遷移に対して遅延した遷移を有するの
で、SDA信号318における遷移は、SCL信号316における遷移との位置合わせから外れている
ことがある。タイミング図5000は、SDA信号318に対する、それの内部的に生成されるSDAC
LKのマスタデバイスにおいて実行される位置合わせを示す。
【０１６４】
　図示の例では、1つまたは複数のクロックをマスタデバイス上で較正することによって
、位置合わせが実現され得る。マスタデバイス上のCDR回路は、SCLワイヤ316上の信号の
遷移に基づいて、受信クロック(RXCLK)上にパルス5006を生成するように構成され得る。R
XCLKは、1つまたは複数の遅延5002を使用して、SCLワイヤ316上の遷移に対して遅延され
得る。SDAワイヤ318からのCDR回路への入力は、読取り動作の間、マスクされ得る。RXCLK
上のパルス5006は、SDAワイヤ318をサンプリングするために使用されるクロック(SDACLK)
上のパルス5008を生成するために、較正済み遅延5004をさらに使用して遅延され得る。SD
ACLKは、SDAワイヤ318から読み取られる最初のビットにおいて、較正済み遅延5004を構成
することによって較正され得る。図51は、高速シリアルインターフェースに対して較正済
み遅延5004を使用する効果を示す。較正済み遅延5004を用いたSDACLK生成は、マスタデバ
イスのRX端の中のレシーバ回路においてクロックタイミングを制御することによって、SC
Lワイヤ316上およびSDAワイヤ318上の信号を実質的に位置合わせすることができる。アイ
開口は、そのような較正を使用して最大化され得る。
【０１６５】
　図52は、本明細書で開示するいくつかの態様に従って適合され得るCDR回路5200、5220
の例を提供する。CDR回路5200、5220は、出力RXCLK信号5208、5228上にパルスを生成する
ことによって動作し得る。2遅延CDR回路5200は、存在する場合、信号遷移の検出の後のい
くらかの時間期間にわたって、SCLワイヤ316上および/またはSDAワイヤ318上のグリッチ
を除去できるワンショット回路5210の中で使用される遅延要素を有し得る。1遅延回路522
0は、ワンショット回路5210を省略し得る。CDR回路5200、5220は、読取り動作の間、SDA
ワイヤ318からの入力を阻止するように制御され得るマスキング論理5202、5222を有する
。すなわち、読取り動作の間のみ、SCL信号316における遷移に基づいてRXCLK信号5208、5
228が生成され得る。CDR回路5200、5220は、モードへ入ること、モードから出ること、お
よび再起動の条件を決定するための、追加の論理および回路を採用してよい。CDR回路520
0、5220は、制御信号5206、5226によって構成され得る遅延回路5204、5224を含み得る。
【０１６６】
　図53は、マスタデバイスの中でクロック信号を位置合わせするために使用され得る較正
済み遅延回路のいくつかの態様を示す。図54は、図53における回路5320に関連するタイミ
ングを示す。制御回路5300は、RXCLK5208からのSDACLK5308の生成を可能にする。RXCLK52
08が、較正論理5306によって制御される遅延回路5302に供給され、遅延回路5302は、RXCL
K5208に適用されるべき適切なまたは決定された遅延を選択する。イネーブル信号5310は
、読取り動作の間、SDAワイヤ318からの入力をマスクオフするために使用されるSDAMASK
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信号に基づいてよく、SDACLK5308が供給されるべきかどうかを決定する。
【０１６７】
　制御回路5300のSDACLK遅延要素5302を実装するために、プログラマブル遅延回路5320が
使用され得る。直列接続バッファを使用して実装され得る遅延線5302にRXCLK5208が供給
され得、各バッファの出力は、他のバッファの出力とは異なる遅延を有するRXCLK5208の
バージョンを供給する。バッファの出力は、フリップフロップ5304を使用してSDAワイヤ3
18上の信号をサンプリングするために使用され得る。マルチプレクサ5306は、RXCLK5208
の選択された遅延したバージョンを供給するために、選択(較正)論理5310によって制御さ
れ得、RXCLK5208がさらに遅延されてSDACLK5308を生成し得る。選択論理5310は、較正期
間の間、フリップフロップ5304の出力の状態5312に基づいて決定される選択値を出力し得
る。この例では、マスタデバイスは、SCLワイヤ316へのそれ自体の出力からRXCLK5208を
生成し得る。SDACLK5308は、較正論理5306を使用して遅延が最適化されている、RXCLK520
8の遅延したバージョンである。DDR読取りコマンドの後に駆動される最初のDDR読取りビ
ットの間に、較正が行われ得る。アドレス指定されたスレーブは、較正を容易にするため
にSDA状態をトグルするように構成されてよい。
【０１６８】
　いくつかの態様によれば、SDACLK5308の較正は、アイ開口のサイズを最適化し得、広い
スルーマージンに対処し得る。CDR回路の使用は、遷移グリッチ耐性をもたらすことがで
きる。較正済みSDACLK5308は、SDAワイヤ318からのビット取込みを可能にするための位相
シフトを必要としない。
【０１６９】
　図55は、スレーブデバイスが較正済み受信クロックを使用するように適合され得るピア
ツーピアDDRデータ転送の例5500を示す。例5500では、シリアルバス上のデータ通信は、
マスタデバイス5502によって制御され、マスタデバイス5502は、シリアルバス5510のSCL
ライン316上にDDRクロック信号5508を供給するように適合され得る。2つのスレーブデバ
イス5504および5506は、スレーブデバイス5504と5506との間で、マスタデバイス5502を通
過することなくデータが直接交換され得るように構成され得る。マスタデバイス5502によ
って供給されるクロック信号5508は、データのこのピアツーピア交換を制御する。交換が
DDR転送であるとき、受信スレーブデバイス5506は、マスタデバイス5502による読取り動
作に関して本明細書で説明するこのことと類似の問題に遭遇することがある。すなわち、
送信スレーブデバイス5504によって使用されるクロック信号は、SCLライン316上に供給さ
れたクロック5508の遅延したバージョンであり得る。受信スレーブデバイス5506は、SDA
ライン518上で送信されるDDRデータ5512を最適にサンプリングするために、それの内部的
に生成される受信クロックを較正し得る。したがって、受信スレーブデバイス5506は、図
52に示すCDR回路および/または図53に示す較正回路のうちの1つまたは複数を使用するよ
うに適合され得る。
【０１７０】
共通IRQバスを伴う装置、システムおよび方法の例
　図56は、本明細書で開示する1つまたは複数の機能を実行するように構成され得る処理
回路5602を採用する装置のためのハードウェア実施態様の簡略化された例を示す概念図56
00である。本開示の様々な態様によれば、共通IRQバスを使用して割込みを管理または開
始するための本明細書で開示するような要素、または要素の任意の部分、または要素の任
意の組合せは、処理回路5602を使用して実施され得る。処理回路5602は、ハードウェアモ
ジュールとソフトウェアモジュールの何らかの組合せによって制御される1つまたは複数
のプロセッサ5604を含んでよい。プロセッサ5604の例は、マイクロプロセッサ、マイクロ
コントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(
FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、ステートマシン、シーケンサ、ゲート論理、
個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって説明する様々な機能を実施するよう
に構成された他の適切なハードウェアを含む。1つまたは複数のプロセッサ5604は、特定
の機能を実施し、ソフトウェアモジュール5616のうちの1つによって構成され、増強され
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、または制御されてよい専用プロセッサを含んでよい。たとえば、処理回路は、1つまた
は複数のワイヤレスネットワーク上の送信のためのデータの符号化および復号を処理する
ように適合され得る通信プロセッサまたは別のタイプのプロセッサとして構成されてよい
。1つまたは複数のプロセッサ5604は、初期化の間にロードされる1つまたは複数のソフト
ウェアモジュール5616の組合せを通じて構成されてよく、動作の間にソフトウェアモジュ
ール5616のうちの1つまたは複数をロードまたはアンロードすることによってさらに構成
されてもよい。
【０１７１】
　図示の例では、処理回路5602は、バス5610によって概略的に表されるバスアーキテクチ
ャを用いて実装されてよい。バス5610は、処理回路5602の特定の適用例および全体的な設
計制約に応じて、任意の数の相互接続するバスおよびブリッジを含んでよい。バス5610は
、1つまたは複数のプロセッサ5604および記憶装置5606を含む様々な回路を互いにリンク
する。記憶装置5606は、メモリデバイスおよび大容量記憶デバイスを含んでよく、本明細
書ではコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。バス5610はまた、タイミングソース
、タイマー、周辺装置、電圧レギュレータ、および電力管理回路などの様々な他の回路を
リンクし得る。バスインターフェース5608は、バス5610と1つまたは複数のトランシーバ
またはラインインターフェース回路5612との間のインターフェースを提供し得る。ライン
インターフェース回路5612は、マルチワイヤシリアルバスを含んでよい伝送媒体を介して
、様々な他の装置と通信する際に使用される差動ラインドライバおよびレシーバ、CDR、
エンコーダおよびデコーダを含んでよい。装置の性質に応じて、ユーザインターフェース
5618(たとえば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカー、マイクロフォン、ジョイステ
ィック)も備えられてよく、バス5610に直接またはバスインターフェース5608を通じて通
信可能に結合されてもよい。
【０１７２】
　プロセッサ5604は、バス5610を管理すること、および/または記憶装置5606を含むこと
があるコンピュータ可読媒体に記憶されたソフトウェアの実行を含んでよい一般的な処理
を担当してよい。この点で、プロセッサ5604を含む処理回路5602は、本明細書で開示する
方法、機能および技法のうちのいずれかを実装するために使用されてよい。記憶装置5606
は、ソフトウェアを実行するとき、プロセッサ5604によって操作されるデータを記憶する
ために使用されてよく、ソフトウェアは、本明細書で開示する方法のうちの任意の1つを
実施するように構成されてよい。
【０１７３】
　処理回路5602の中の1つまたは複数のプロセッサ5604は、ソフトウェアを実行してよい
。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハ
ードウェア記述言語、または他の名称で呼ばれるかどうかにかかわらず、命令、命令セッ
ト、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフ
トウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェア
パッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プ
ロシージャ、関数、アルゴリズムなどを意味するように広く解釈されるものとする。ソフ
トウェアは、コンピュータ可読の形で記憶装置5606の中または外部コンピュータ可読媒体
の中に常駐してもよい。コンピュータ可読媒体および/または記憶装置5606は、非一時的
コンピュータ可読媒体であってよい。非一時的コンピュータ可読媒体は、例として、磁気
記憶デバイス(たとえば、ハードディスク、フロッピーディスク、磁気ストリップ)、光デ
ィスク(たとえば、コンパクトディスク(CD)またはデジタル多用途ディスク(DVD))、スマ
ートカード、フラッシュメモリデバイス(たとえば、「フラッシュドライブ」、カード、
スティック、またはキードライブ)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(R
OM)、プログラマブルROM(PROM)、消去可能PROM(EPROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、
レジスタ、リムーバブルディスク、およびコンピュータがアクセスし読み取ってもよいソ
フトウェアおよび/または命令を記憶するための任意の他の適切な媒体を含む。コンピュ
ータ可読媒体および/または記憶装置5606はまた、例として、搬送波、伝送線路、および
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、コンピュータがアクセスし読み取ってもよいソフトウェアおよび/または命令を送信す
るための任意の他の適切な媒体を含んでよい。コンピュータ可読媒体および/または記憶
装置5606は、処理回路5602の中に存在するか、プロセッサ5604の中に存在するか、処理回
路5602の外部に存在するか、または処理回路5602を含む複数のエンティティにわたって分
散されてもよい。コンピュータ可読媒体および/または記憶装置5606は、コンピュータプ
ログラム製品で実施されてよい。例として、コンピュータプログラム製品は、パッケージ
ング材料の中のコンピュータ可読媒体を含んでよい。当業者は、特定の適用例および全体
的なシステムに課された全体的な設計制約に応じて、本開示全体にわたって提示された記
載の機能を最もよく実装する方法を認識されよう。
【０１７４】
　記憶装置5606は、本明細書でソフトウェアモジュール5616と呼ばれることがある、ロー
ド可能なコードセグメント、モジュール、アプリケーション、プログラムなどにおいて維
持および/または編成されるソフトウェアを維持してよい。ソフトウェアモジュール5616
の各々は、処理回路5602にインストールまたはロードされ、1つまたは複数のプロセッサ5
604によって実行されるとき、1つまたは複数のプロセッサ5604の動作を制御するランタイ
ムイメージ5614に寄与する命令およびデータを含んでよい。実行されるとき、いくつかの
命令は、処理回路5602に、本明細書で説明するいくつかの方法、アルゴリズムおよびプロ
セスに従って機能を実行させてよい。
【０１７５】
　ソフトウェアモジュール5616の一部は、処理回路5602の初期化の間にロードされてよく
、これらのソフトウェアモジュール5616は、本明細書に開示する様々な機能の実行を可能
にするように処理回路5602を構成してもよい。たとえば、いくつかのソフトウェアモジュ
ール5616は、プロセッサ5604の内部デバイスおよび/または論理回路5622を構成してよく
、ラインインターフェース回路5612、バスインターフェース5608、ユーザインターフェー
ス5618、タイマー、数学コプロセッサなどの外部デバイスへのアクセスを管理してもよい
。ソフトウェアモジュール5616は、割込みハンドラおよびデバイスドライバと対話すると
ともに、処理回路5602によって提供される様々なリソースへのアクセスを制御する、制御
プログラムおよび/またはオペレーティングシステムを含んでよい。リソースは、メモリ
、処理時間、ラインインターフェース5612へのアクセス、ユーザインターフェース5618な
どを含んでよい。
【０１７６】
　処理回路5602の1つまたは複数のプロセッサ5604は、多機能であってもよく、それにお
いて、ソフトウェアモジュール5616の一部は、異なる機能または同じ機能の異なるインス
タンスを実行するようにロードおよび構成される。1つまたは複数のプロセッサ5604はさ
らに、たとえば、ユーザインターフェース5618、ラインインターフェース回路5612、およ
びデバイスドライバからの入力に応答して開始されたバックグラウンドタスクを管理する
ように適合されてよい。複数の機能の実行をサポートするために、1つまたは複数のプロ
セッサ5604は、マルチタスク環境を提供するように構成されてよく、それにおいて、複数
の機能の各々が、必要または要望に応じて、1つまたは複数のプロセッサ5604によってサ
ービスされるタスクのセットとして実装される。一例では、マルチタスク環境は、異なる
タスク間でプロセッサ5604の制御を渡す時分割プログラム5620を使用して実装されてよく
、それにおいて、各タスクは、任意の未処理動作が完了すると、および/または割込みな
どの入力に応答して、時分割プログラム5620に1つまたは複数のプロセッサ5604の制御を
戻す。タスクが1つまたは複数のプロセッサ5604の制御を有するとき、処理回路は、事実
上、制御しているタスクに関連した機能によって対処される目的に事実上特化される。時
分割プログラム5620は、オペレーティングシステム、ラウンドロビンベースで制御を移す
メインループ、機能の優先順位付けに従って1つもしくは複数のプロセッサ5604の制御を
割り振る機能、および/または、1つもしくは複数のプロセッサ5604の制御を処理機能に提
供することによって外部イベントに応答する割込み駆動のメインループを含んでよい。
【０１７７】
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　図57は、本明細書で開示するいくつかの態様による、インバンドIRQをアサート、受信
、および/または処理するための方法の第1の例を示すフローチャート5700である。方法は
、たとえば、マスタデバイス、またはマスタデバイスとスレーブデバイスの組合せによっ
て実施され得る。
【０１７８】
　ブロック5702において、バスを介したマスタデバイスからのデータ送信が制御され得る
。データビットは、バスの2つのラインに渡って送信のためのシンボルにトランスコード
されてよく、クロック信号は、データ送信のシンボル遷移内に埋め込まれる。
【０１７９】
　ブロック5704において、バスの第1のラインおよび第2のラインを介したマスタデバイス
によるハートビートワードの送信に関連した割込み期間の間、バスが監視され得る。1つ
または複数のスレーブデバイスは、ハートビートワードの送信に応答して、バスの第1の
ラインを使用して割込み要求をアサートすることを可能にされ得る。ハートビートワード
の送信は、バスがアイドル動作モードにある間に、第1のラインおよび第2のラインのシグ
ナリング状態から生成される受信クロック上でパルスを生成し得る。
【０１８０】
　いくつかの例では、ハートビートワードは、最上位ビットが第1の論理値に設定された2
0ビットワードのセットの中から選択され得る。マスタデバイスと1つまたは複数のスレー
ブデバイスとの間で送信されるペイロードデータは、最上位ビットが第2の論理レベルに
設定された20ビットワードを含み得る。1つまたは複数のスレーブデバイスは、バスの第1
のラインおよび第2のラインの上で応答ワードを送信することによって、割込み要求をア
サートするように適合され得る。応答ワードは、ハートビートワードと1ビットだけ異な
っていてよく、ハートビートワードの最上位ビットと同一の最上位ビットを有する。
【０１８１】
　別の例では、1つまたは複数のスレーブデバイスは、バスから受信されたトランスコー
ドされているデータビットを復号するための割込み期間の間、第1のラインを内部的にマ
スクするように適合され得る。スレーブ識別子スキャン応答期間が提供され得、そのスレ
ーブ識別子スキャン応答期間の間に、バスの第1のラインおよび第2のラインを介してマス
タデバイスによって開始されたスレーブ識別子スキャンの一部の中で、バスに結合されて
いる1つまたは複数のスレーブデバイスがそれらの一意の識別子をバスの第1のラインを介
して提供することができる。
【０１８２】
　別の例では、1つまたは複数のスレーブデバイスの各々は、第1のデータラインをマスク
するように構成され得る。SIDスキャン応答期間は、バス上でのグローバル呼出しの送信
の間に提供され得る。1つまたは複数のスレーブデバイスの各々は、グローバル呼出しが
バス上で送信された後、応答を送信しているときに第1のデータラインをマスクするよう
に構成され得る。
【０１８３】
　一例では、マスタデバイスは、割込み要求をアサートしているスレーブデバイスを識別
するために、バスを介してスレーブデバイスのスキャンを実行し得る。マスタデバイスは
、アサートしているスレーブデバイスから第1のラインを介してインジケータを受信し得
る。
【０１８４】
　別の例では、スレーブデバイスは、割込み期間の間に第1のラインをプルダウンするこ
とによって、割込み要求をアサートし得る。スレーブデバイスは、バスを介して受信され
たトランスコードされているデータビットを復号するための割込み期間の間、第1のライ
ンを内部的にマスクし得る。いくつかの態様によれば、バスに結合されているすべてのス
レーブデバイスはまた、割込み期間の間、第1のラインを内部的にマスクする。
【０１８５】
　別の例では、スレーブ識別子スキャン応答期間が提供され得る。この期間の間、バスに
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結合されている1つまたは複数のスレーブデバイスは、バスの第1のラインおよび第2のラ
インを介してマスタデバイスによって開始されたスレーブ識別子スキャンの一部の中で、
それらの一意の識別子をバスの第1のラインを介して提供することができる。
【０１８６】
　別の例では、マスタデバイスがバスの第2のラインを介してグローバル読取りクロック
を送る間に、前に識別されたスレーブデバイスがバスの第1のラインを介してデータを送
信することを可能にされる、データ読取り期間が規定され得る。グローバル読取りクロッ
クは、ダブルデータレートクロックであってよい。
【０１８７】
　図58は、本明細書で開示するいくつかの態様による、IRQを生成するための方法の例を
示すフローチャート5800である。方法は、たとえば、スレーブデバイスによって実施され
得る。
【０１８８】
　ブロック5802において、スレーブデバイスは、バスを介してマスタデバイスからデータ
送信を受信し得る。データのデータビットは、バスの2つのラインに渡って送信のための
シンボルにトランスコードされてよい。クロック信号は、データ送信のシンボル遷移内に
埋め込まれてよい。割込み期間は、バスを介して受信されたシンボル内で規定され得る。
【０１８９】
　ブロック5804において、スレーブデバイスは、バスの第1のラインおよび第2のラインを
介してマスタデバイスからハートビート送信を受信している間に、バスの第1のライン上
で割込み要求をアサートし得る。割込み要求は、アサートしているスレーブデバイスがマ
スタデバイスによる何らかのアクションを要求することを望むというインジケータであり
得る。割込み要求は、割込み期間の間、第1のラインをプルダウンすることによってアサ
ートされ得る。割込み要求は、割込み期間の間、第1のラインをプルダウンすることによ
ってアサートされ得る。
【０１９０】
　一例では、割込み要求は、アサートしているスレーブデバイスがマスタデバイスによる
何らかのアクションを要求することを望むというインジケータである。割込み要求は、割
込み期間の間、第1のラインをプルダウンすることによってアサートされ得る。
【０１９１】
　別の例では、スレーブデバイスは、ハートビートワードを検出した後、第1のデータラ
インをマスクし得る。第1のデータラインは、一斉呼出しがバス上で送信された後、ハー
トビートワードに対する応答を送信している間にマスクされ得る。
【０１９２】
　別の例では、スレーブデバイスは、バスの第1のラインおよび第2のラインを介してマス
タデバイスからスレーブ識別子スキャン要求を受信し得、スレーブ識別子スキャン要求に
よって提供されたスレーブ識別子スキャンのスレーブ識別子スキャン応答期間の一部の中
で、バスの第1のラインを介して一意のスレーブ識別子を提供し得る。
【０１９３】
　別の例では、マスタデバイスがバスの第2のラインを介してグローバル読取りクロック
を送る間に、前に識別されたスレーブデバイスがバスの第1のラインを介してデータを送
信することを可能にされる、マスタデバイスによって規定されるデータ読取り期間の間、
スレーブデバイスは、バスの第1のラインを介してデータを送り得る。いくつかの事例で
は、バスに結合されているすべてのスレーブデバイスはまた、グローバルクロック読取り
期間の間、SDAラインを内部的にマスクする。
【０１９４】
　図59は、処理回路5902を採用する装置5900のためのハードウェア実装形態の一例を示す
概念図である。この例では、処理回路5902は、バス5916によって概略的に表されるバスア
ーキテクチャを用いて実装され得る。バス5916は、処理回路5902の特定の適用例および全
体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続するバスおよびブリッジを含んでよい。バ
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ス5916は、プロセッサ5912によって概略的に表される1つまたは複数のプロセッサ、およ
びプロセッサ可読記憶媒体5914によって概略的に表されるコンピュータ可読媒体を含む様
々な回路を互いにリンクする。1つまたは複数のタイマーがバスに接続されてよく、およ
び/またはプロセッサ5912の中で直接アクセス可能であり得るか、またはプロセッサ5912
内で実施され得る。バス5916はまた、タイミングソース、タイマー、周辺装置、電圧調整
器、および電力管理回路などの様々な他の回路をリンクしてよい。ラインインターフェー
ス回路5912は、処理回路5902を制御データバスに結合する差動ドライバおよびレシーバ、
および/または処理回路をIRQバスに結合する回路を含んでよい。装置の性質に応じて、ユ
ーザインターフェースが、キーパッド、ディスプレイ、スピーカー、マイクロフォン、ジ
ョイスティックなどのデバイスをサポートするために設けられてよい。
【０１９５】
　プロセッサ5912は、バス5916の管理、およびプロセッサ可読記憶媒体5914に記憶された
ソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ5912に
よって実行されるとき、処理回路5902に、任意の特定の装置に対して上記で説明した様々
な機能を実行させる。プロセッサ可読記憶媒体5914は、ソフトウェアを実行するとき、プ
ロセッサ5912によって操作されるデータを記憶するために使用されてよい。プロセッサ可
読記憶媒体5914はまた、1つまたは複数のリモート管理されるデバイスに関するシステム
情報(たとえば、プロファイル)、および装置5900自体に関するシステム情報を記憶するた
めに使用されてよい。
【０１９６】
　一構成では、処理回路5902は、I2C、CCI、および/またはCCIeバス上のバスマスタとし
て通信するために適合されたデバイスとしての、1つまたは複数の機能を実行してよい。
第2の構成では、処理回路5902は、I2C、CCI、および/またはCCIeバス上のスレーブマスタ
として通信するために適合されたデバイスとしての、1つまたは複数の機能を実行してよ
い。処理回路5902は、インターフェース回路5918を通じて制御データバス5920に接続され
てよい。処理回路5902は、インバンドIRQ信号がアサートされているとき、またはインバ
ンドIRQ信号が少なくとも1つのスレーブデバイスによってアサートされ得るときを確認す
るために、CCIeバス5920を監視するように構成されたモジュールまたは回路5904と、CCIe
バス5920上で送信されるデータを符号化または復号するように構成されたモジュールまた
は回路5906と、データをCCIeバス5920を使用して送信および/または受信するように構成
されたモジュールまたは回路5908とを含んでよい。
【０１９７】
　図60は、本明細書で開示するいくつかの態様による、受信クロックを較正するための方
法の一例を示すフローチャート6000である。方法は、マスタデバイスによって実施されて
よく、シリアルバス上で送信されるデータビットに受信クロックを位置合わせするために
使用される遅延回路を較正することを含み得る。
【０１９８】
　ブロック6002において、マスタデバイスは、シリアルバスのSCLライン上にクロック信
号を供給し得る。クロック信号は、シリアルバスのSDAライン上のデータ送信を制御し得
る。SCLライン上に供給されるクロック信号は、SDAライン上のダブルデータレート送信を
制御する。
【０１９９】
　ブロック6004において、マスタデバイスは、スレーブデバイスがSDAライン上でデータ
を送信しているとき、SCLライン上の遷移から受信クロックを生成し得る。第1の動作モー
ドにおいて、SDA上またはSCL上のシグナリング状態における遷移から第1の受信クロック
を生成することと、第2の動作モードの間、SDAをマスクすることと、第2の動作モードに
おいて、SCL上のシグナリング状態における遷移から第2の受信クロックを生成することと
によって、受信クロックが生成され得る。SDAクロックは、第2の受信クロックから生成さ
れ得る。一例では、受信クロックを生成するためにクロックおよびデータ復元回路が使用
され得る。
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【０２００】
　ブロック6006において、マスタデバイスは、SCLライン上に供給されるクロック信号の
エッジと、クロック信号のエッジに応答してスレーブデバイスによってSDAライン上に生
成される少なくとも1つの遷移との間で測定される期間に基づいて、遅延を較正し得る。
【０２０１】
　ブロック6008において、マスタデバイスは、受信クロックに遅延を加えることによって
SDAクロックを供給し得る。
【０２０２】
　ブロック6010において、マスタデバイスは、SDAクロックを使用してSDAラインからデー
タを受信し得る。
【０２０３】
　一例では、シリアルバス上の送信は、I2C動作モードと互換性があり得る。マスタデバ
イスは、シリアルバスに結合された1つまたは複数のI2Cスレーブデバイスと通信し得る。
SCLライン上に供給されるクロック信号がSDAライン上のダブルデータレート送信を制御す
るとき、SCLライン上に供給されるクロック信号は、1つまたは複数のI2Cスレーブデバイ
スによって無視され得る。マスタデバイスは、第1の時間期間の間、I2Cスレーブデバイス
と通信し得、第2の時間期間の間、I2Cスレーブデバイス以外のスレーブデバイスと通信し
得る。第2の時間期間の間、ダブルデータレートクロック信号がSCLライン上で送信され得
る。
【０２０４】
　図61は、本明細書で開示するいくつかの態様による、受信クロックを較正するための方
法の一例を示すフローチャート6100である。方法は、スレーブデバイスによって実施され
てよく、ピアツーピア交換の間、シリアルバス上で送信されるデータビットに受信クロッ
クを位置合わせするために使用される遅延回路を較正することを含み得る。
【０２０５】
　ブロック6102において、クロック信号は、シリアルバスのSCLラインから受信され得る
。クロック信号は、マスタデバイスによって生成され得、シリアルバスのSDAライン上の
データ送信を制御し得る。
【０２０６】
　ブロック6104において、ピアなスレーブデバイスがSDAライン上でデータを送信してい
るとき、SCLライン上の遷移から受信クロックが生成され得る。ダブルデータレートにお
けるピアツーピア転送の間、SDAラインがマスクされた後、受信クロックは生成され得る
。
【０２０７】
　ブロック6106において、SCLライン上に供給されるクロック信号のエッジと、クロック
信号のエッジに応答してスレーブデバイスによってSDAライン上に生成される少なくとも1
つの遷移との間で測定される期間に基づいて、遅延が較正され得る。
【０２０８】
　ブロック6108において、受信クロックに遅延を加えることによってSDAクロックが供給
され得る。
【０２０９】
　ブロック6110において、SDAクロックを使用してSDAラインからデータが受信され得る。
【０２１０】
　いくつかの例では、受信クロックを生成するためにクロックおよびデータ復元回路が使
用され得る。シリアルバス上の送信は、集積回路間(I2C)動作モードと互換性がある。SCL
ライン上に供給されるクロック信号は、SDAライン上のダブルデータレート送信を制御し
得る。
【０２１１】
　図62は、処理回路6202を採用する装置6200のためのハードウェア実装形態の一例を示す
概念図である。この例では、処理回路6202は、バス6216によって概略的に表されるバスア
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ーキテクチャを用いて実装され得る。バス6216は、処理回路6202の特定の適用例および全
体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続するバスおよびブリッジを含んでよい。バ
ス6216は、プロセッサ6212によって概略的に表される1つまたは複数のプロセッサ、およ
びプロセッサ可読記憶媒体6214によって概略的に表されるコンピュータ可読媒体を含む様
々な回路を互いにリンクする。1つまたは複数のタイマーがバスに接続されてよく、およ
び/またはプロセッサ6212の中で直接アクセス可能であり得るか、またはプロセッサ6212
内で実施され得る。バス6216はまた、タイミングソース、タイマー、周辺装置、電圧調整
器、および電力管理回路などの様々な他の回路をリンクしてよい。ラインインターフェー
ス回路6218は、処理回路6202を制御データバスに結合する差動ドライバおよびレシーバ、
および/または処理回路をIRQバスに結合する回路を含んでよい。装置の性質に応じて、ユ
ーザインターフェースが、キーパッド、ディスプレイ、スピーカー、マイクロフォン、ジ
ョイスティックなどのデバイスをサポートするために設けられてよい。
【０２１２】
　プロセッサ6212は、バス6216の管理、およびプロセッサ可読記憶媒体6214に記憶された
ソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ6212に
よって実行されるとき、処理回路6202に、任意の特定の装置に対して上記で説明した様々
な機能を実行させる。プロセッサ可読記憶媒体6214は、ソフトウェアを実行するとき、プ
ロセッサ6212によって操作されるデータを記憶するために使用されてよい。プロセッサ可
読記憶媒体6214はまた、1つまたは複数のリモート管理されるデバイスに関するシステム
情報(たとえば、プロファイル)、および装置6200自体に関するシステム情報を記憶するた
めに使用されてよい。
【０２１３】
　一構成では、処理回路6202は、I2Cバス、CCIバス、CCIeバス、またはそのようなバスの
派生物もしくは拡張におけるバスマスタとして通信するために適合されたデバイスとして
の、1つまたは複数の機能を実行してよい。処理回路6202は、インターフェース回路6218
を通じて制御データバス6220に接続されてよい。処理回路6202は、スレーブデバイスから
バス6220を介してデータを受信するために使用されるべき受信クロックを生成するように
構成されたモジュールまたは回路6204と、シリアルバス6220上で送信されるデータビット
に対する受信クロックのエッジを位置決めするために受信クロックに適用される遅延を較
正するように構成されたモジュールまたは回路6206と、シリアルバス6220を使用してデー
タを送信および/または受信するように構成されたモジュールまたは回路6208とを含んで
よい。
【０２１４】
　開示された方法におけるステップの具体的な順序または階層が例示的なプロセスの例示
であることを理解されたい。設計の選好に基づいて、方法におけるステップの具体的な順
序または階層が再構成可能されてよいことを理解されたい。添付の方法クレームは、様々
なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、クレーム内で明記していない限
り、提示した特定の順序または階層に限定されるように意図されているわけではない。
【０２１５】
　上記の説明は、本明細書で説明する様々な態様を当業者が実施できるようにするために
与えられる。これらの態様の様々な変更は、当業者に容易に明らかになり、本明細書にお
いて規定される一般原理は、他の態様に適用することもできる。したがって、特許請求の
範囲は本明細書において示される態様に限定されることを意図するものではなく、特許請
求の範囲の文言と整合するすべての範囲を許容するように意図されており、単数の要素へ
の言及は、そのように明記されていない限り、「唯一の」ではなく、「1つまたは複数の
」を意味することを意図している。別段に明記されていない限り、「いくつか(some)」と
いう用語は、1つまたは複数を指す。項目のリスト「のうちの少なくとも1つ」について言
及する句は、単一のメンバーを含むそれらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「
a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b、c、aおよびb、aおよびc、bおよびc、
ならびにa、bおよびcを含むことが意図される。当業者に知られているまたは後で当業者
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に知られることになる、本開示全体にわたって説明する様々な態様の要素の構造的および
機能的なすべての均等物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に
よって包含されることが意図される。その上、本明細書で開示するものは、そのような開
示が特許請求の範囲において明示的に記載されているかどうかにかかわらず、公に供する
ことは意図されていない。特許請求の範囲のいかなる要素も、「のための手段」という句
を使用して要素が明確に記載されていない限り、または方法クレームの場合に「のための
ステップ」という句を使用して要素が記載されていない限り、米国特許法第112条第6項の
規定の下で解釈されるべきではない。
【符号の説明】
【０２１６】
　　100　装置
　　102　処理回路
　　106　通信トランシーバ
　　108　特定用途向けIC
　　110　アプリケーションプログラミングインターフェース
　　112　メモリ
　　114　ローカルデータベース
　　122　アンテナ
　　124　ディスプレイ
　　126　キーパッド
　　128　ボタン
　　202　デバイス
　　204　ベースバンドプロセッサ
　　208　マルチモード制御データバス
　　206　イメージセンサー
　　216　画像データバス
　　218　他の周辺デバイス
　　220　IRQライン
　　302　CCIeスレーブデバイス
　　304　センサー制御機能
　　310　トランシーバ
　　312　処理回路および/または制御ロジック
　　314a　ラインドライバ
　　314b　レシーバ
　　316　SCLワイヤ
　　318　SDAワイヤ
　　320　マスタデバイス
　　322　スレーブデバイス
　　326　共有割込み要求バス
　　402　制御データバス
　　404　バスマスタデバイス
　　406　第1のグループ
　　408　第2のグループ
　　410～418　スレーブデバイス
　　420　プルアップ抵抗器
　　422　単線IRQバス
　　5200　CDR回路
　　5202　マスキング論理
　　5204　遅延回路
　　5210　ワンショット回路
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　　5220　CDR回路
　　5222　マスキング論理
　　5224　遅延回路
　　5300　制御回路
　　5320　プログラマブル遅延回路
　　5502　マスタデバイス
　　5504　スレーブデバイス
　　5506　スレーブデバイス
　　5508　DDRクロック信号
　　5510　シリアルバス
　　5512　DDRデータ
　　6202　処理回路
　　6204　受信クロック生成モジュール/回路
　　6206　遅延較正モジュール/回路
　　6208　シリアルバス送信/受信モジュール/回路
　　6212　プロセッサ
　　6214　プロセッサ可読記憶媒体
　　6216　バス
　　6218　ラインインターフェース回路
　　6220　シリアルバス
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